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高
康

凡

例

一

本

稿

は

阮

刻

十

三

経

注

疏

の

礼

記

雑

記

上

第

一

（

*

大

夫

次

於

公

館

節

よ

り

大

夫

爲

其

父

母

節

ま

で

）

に

対

す

る

訳

注

稿

で

あ

る

。

た

だ

し

、

音

義

お

よ

び

校

勘

記

は

省

略

し

て

あ

る

。

（

*

凡

訃

於

其

君

節

よ

り

士

訃

於

同

国

節

ま

で

は

紙

面

の

都

合

に

よ

り

次

号

に

掲

載

す

る

。

）

二

底

本

は

嘉

慶

二

十

年

江

西

南

昌

府

学

開

雕

の

い

わ

ゆ

る

「

阮

刻

十

三

経

注

疏

本

」

を

用

い

た

が

、

八

行

本

（

『

影

印

南

宋

越

刊

八

行

本

礼

記

正

義

』

北

京

大

学

出

版

社

、

二

〇

一

四

年

に

よ

る

）

等

に

よ

り

底

本

を

一

部

改

め

た

部

分

が

あ

る

。

三

各

部

分

の

冒

頭

に

底

本

に

お

け

る

葉

数

・

表

裏

・

行

数

を

示

し

た

。

疏

に

つ

い

て

は

適

宜

分

割

し

て

経

、

注

の

後

ろ

に

割

り

当

て

て

あ

る

。

四

十

三

経

注

疏

か

ら

の

引

用

に

つ

い

て

は

、

「

阮

刻

十

三

経

注

疏

本

」

の

巻

葉

数

を

1-2a3

（

一

巻

二

葉

表

三

行

）

、

4-5b6

（

四

巻

五

葉

裏

六

行

）

等

の

形

で

記

し

て

お

い

た

。

た

だ

し

、

巻

数

、

行

数

は

省

略

し

た

部

分

が

あ

る

。

【

経

】

（

七

葉

表

三

行

）

大

夫

次

於

公

館

以

終

喪

、

士

練

而

歸

。

士

次

於

公

館

①

。

①

鄭

玄

は

二

つ

の

「

士

」

を

「

邑

宰

」
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と

「

朝

廷

之

士

」

に

分

け

る

が

、

こ

の

経

文

だ

け

で

は

そ

の

区

別

は

わ

か

ら

な

い

。

あ

る

い

は

「

大

夫

次

於

公

館

以

終

喪

、

士

次

於

公

館

練

而

歸

。

」

を

誤

っ

た

も

の

か

。

あ

る

い

は

「

士

次

於

公

館

」

の

「

士

」

は

衍

字

で

下

句

に

属

す

る

か

。

［

書

き

下

し

文

］

大

夫

、

公

館

に

次

し

て

以

て

喪

を

終

へ

、

士

は

練

し

て

帰

る

。

士

、

公

館

に

次

す

。

［

現

代

語

訳

］

（

君

の

喪

に

際

し

）

大

夫

は

、

公

館

に

や

ど

っ

て

喪

を

終

え

、

（

邑

宰

を

守

る

）

士

は

練

祭

を

終

え

て

（

所

管

の

菜

地

に

）

帰

る

。
（

朝

廷

勤

務

の

）

士

は

公

館

に

や

ど

（

っ

て

喪

を

終

え

）

る

。

【

注

】

（

七

葉

表

四

行

）

公

館

、

公

宮

之

舍

也

。

練

而

歸

之

士

、

謂

邑

宰

也

。

練

而

猶

處

公

館

、

朝

廷

之

士

也

。

唯

大

夫

三

年

無

歸

也

。

［

書

き

下

し

文

］

公

館

は

、

公

宮

の

舍

な

り

①

。

練

し

て

帰

る

の

士

は

、

邑

宰

を

謂

ふ

②

。

練

し

て

猶

ほ

公

館

に

処

る

は

、

朝

廷

の

士

な

り

。

唯

だ

大

夫

の

み

三

年

帰

る

こ

と

無

し

。

①

「

公

館

」

に

つ

い

て

は

、

雑

記

上

41-13a

「

公

館

者

、

公

宮

與

公

所

爲

也

。

」

注

13a4

「

公

所

爲

、

君

所

作

離

宮

別

館

也

。

」

お

よ

び

曾

子

問

19-19b

「

公

館

與

公

所

爲

曰

公

館

。

」

注

19b10

「

公

館

、

若

今

縣

官

宮

也

。

公

所

爲

、

君

所

命

使

舍

己

者

」

参

照

。

②

「

邑

宰

」

の

語

は

経

典

類

に

は

見

え

な

い

。

『

儀

礼

』

喪

服

29-7b

「

公

士

大

夫

之

衆

臣

、

爲

其

君

布

帶

繩

屨

。

傳

曰

、

公

卿

大

夫

室

老

士

、

貴

臣

。

其

餘

皆

衆

臣

也

。

君

謂

有

地

者

也

」

に

対

す

る

鄭

注

8b1

に

「

室

老

、

家

相

也

。

士

、

邑

宰

也

」

と

あ

り

、

こ

れ

に

よ

れ

ば

公

卿

大

夫

の

采

地

を

守

る

者

。

［

現

代

語

訳

］

「

公

館

」

は

、

公

宮

の

官

舍

の

こ

と

。

練

祭

し

て

帰

る

士

は

、

邑

宰

（

の

士

）

を

言

う

。

練

祭

し

て

も

な

お

公

館

に

い

（

て

喪

に

服

す

）

る

の

は

、

朝

廷

（

勤

務

）

の

士

で

あ

る

。

た

だ

大

夫

は

三

年

間

帰

る

こ

と

が

無

い

の

だ

。

【

疏

】

（

七

葉

表

六

行

）
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○

正

義

曰

、

此

一

節

明

大

夫

士

遭

君

喪

、

次

舍

居

處

、

及

歸

還

之

節

。

公

館

、

君

之

舍

也

。

大

夫

恩

深

祿

重

、

故

爲

君

喪

居

廬

終

喪

、

畢

乃

還

家

也

。

○

士

練

而

歸

者

、

謂

邑

宰

之

士

也

。

士

卑

恩

輕

、

故

至

小

祥

、

而

反

其

所

治

邑

也

。

○
士

次

於

公

館

者

、

此

謂

朝

廷

之

士

也

。

雖

輕

而

無

邑

事

、

故

亦

留

次

公

館

三

年

也

。

［

書

き

下

し

文

］

○

正

義

に

曰

く

、

此

の

一

節

、

大

夫

士

の

君

喪

に

遭

ふ

と

き

の

、

次

舍

居

処

、

及

び

帰

還

の

節

を

明

ら

か

に

す

る

な

り

。

公

館

は

、

君

の

舍

な

り

。

大

夫

は

恩

深

く

禄

重

し

、

故

に

君

喪

の

為

に

廬

に

居

り

て

喪

を

終

へ

、

畢

れ

ば

乃

ち

家

に

還

る

な

り

。

○
「

士

練

し

て

帰

る

」

と

は

、

邑

宰

の

士

を

謂

ふ

。

士

は

卑

く

恩

軽

し

、

故

に

小

祥

に

至

り

て

、

其

の

治

む

る

所

の

邑

に

反

る

。

○

「

士

、

公

館

に

次

す

」

と

は

、

此

れ

朝

廷

の

士

を

謂

ふ

。

軽

し

と

雖

も

邑

事

無

し

、

故

に

亦

た

公

館

に

留

次

す

る

こ

と

三

年

な

り

。

［

現

代

語

訳

］

○

正

義

に

曰

く

、

こ

の

一

節

は

、

大

夫

士

が

君

の

喪

に

遭

っ

た

際

の

、

宿

り

や

居

場

所

、

及

び

帰

還

の

時

節

に

つ

い

て

明

ら

か

に

し

た

も

の

だ

。

「

公

館

」

は

、

主

君

の

定

め

た

官

舍

で

あ

る

。

大

夫

は

（

主

君

か

ら

の

）

恩

が

深

く

俸

禄

も

重

い

か

ら

、

君

の

喪

の

た

め

に

（

斬

衰

者

の

宿

る

仮

小

屋

で

あ

る

）

廬

に

寝

起

き

し

て

喪

を

終

え

、

（

服

喪

の

三

年

を

）

終

え

て

は

じ

め

て

家

に

還

る

の

だ

。

○

「

士

練

し

て

帰

る

」

と

は

、

邑

宰

の

士

に

つ

い

て

言

う

。

士

は

身

分

が

卑

く

（

主

君

か

ら

の

）

恩

も

軽

い

か

ら

、

小

祥

に

至

っ

て

（

て

練

祭

を

終

え

る

と

）

、

そ

の

管

理

す

る

采

邑

に

帰

る

の

だ

。

○

「

士

、

公

館

に

次

す

」

と

は

、

こ

れ

は

朝

廷

（

勤

務

）

の

士

に

つ

い

て

言

う

。

（

大

夫

に

比

し

て

主

君

か

ら

の

恩

が

）

軽

い

と

は

い

え

（

治

め

る

べ

き

）

邑

事

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

か

ら

、

ま

た

公

館

に

三

年

間

留

ま

り

居

る

の

だ

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

）

】

（

七

葉

表

九

行

）

○

正

義

曰

、

云

練

而

歸

之

士

謂

邑

宰

也

者

、

以

下

文

云

士

次

於

公

館

、

今

云

練

而

歸

、

明

是

邑

宰

以

爲

君

治

邑

。

若

久

而

不

歸

、

即

廢

其

職

事

也

。

若

身

爲

大

夫

、

雖

位

得

采

地

、

亦

終

喪

乃

歸

也

。
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［

書

き

下

し

文

］

○

正

義

に

曰

く

、

「

練

し

て

帰

る

の

士

は

邑

宰

を

謂

ふ

」

と

云

ふ

は

、

下

文

に

「

士

、

公

館

に

次

す

」

と

云

ひ

、

今

「

練

し

て

帰

る

」

と

云

ふ

を

以

て

、

明

け

し

是

れ

邑

宰

の

以

て

君

の

為

に

邑

を

治

む

る

も

の

な

る

こ

と

。

若

し

久

く

し

て

帰

ら

ざ

れ

ば

、

即

ち

其

の

職

事

を

廃

す

る

な

り

。

若

し

身

、

大

夫

た

ら

ば

、

位

、

采

地

を

得

る

と

雖

も

、

亦

た

喪

を

終

へ

て

乃

ち

帰

る

な

り

。

［

現

代

語

訳

］

○

正

義

に

曰

く

、

「

練

し

て

帰

る

の

士

は

邑

宰

を

謂

ふ

」

と

言

う

の

は

、

下

文

に

「

士

、

公

館

に

次

す

」

と

言

い

、

今

こ

こ

で

は

「

練

し

て

帰

る

」

と

言

っ

て

い

（

て

「

公

館

に

次

す

」

る

「

士

」

と

は

異

な

）

る

の

で

、

こ

れ

が

邑

宰

で

あ

っ

て

主

君

の

た

め

に

采

邑

を

管

理

す

る

も

の

で

あ

る

の

は

明

ら

か

だ

。

も

し

長

期

間

帰

ら

な

け

れ

ば

、

そ

の

職

事

を

廃

す

る

こ

と

に

な

る

（

か

ら

一

年

で

帰

還

す

る

）

の

だ

。

も

し

そ

の

身

が

大

夫

で

あ

れ

ば

、

采

地

を

得

る

位

で

あ

っ

て

も

、

（

三

年

の

）

喪

を

終

え

て

か

ら

帰

る

の

だ

。

【

経

】

（

七

葉

表

五

行

）

大

夫

居

廬

、

士

居

堊

室

。

［

書

き

下

し

文

］

大

夫

は

廬

に

居

り

、

士

は

堊

室

に

居

る

①

。

①

「

廬

」

、

「

堊

室

」

に

つ

い

て

、

『

儀

礼

』

士

喪

礼

37-7a

で

は

喪

中

の

起

居

の

場

所

に

つ

い

て

「

就

次

」

と

言

わ

れ

る

の

み

で

、

そ

の

注

7a9

で

「

次

謂

斬

衰

倚

廬

、

齊

衰

堊

室

也

」

と

こ

の

区

別

が

記

さ

れ

て

い

る

。
「

倚

廬

」

は

既

夕

礼

（

記

）

41-4a

に

「

居

倚

廬

」

注

4a8

「

倚

木

爲

廬

、

在

中

門

外

東

方

北

戸

」

と

初

出

し

、

喪

服

伝

28
-5b

で

は

「

居

倚

廬

、

…

既

虞

、

翦

屏

柱

楣

、

…

既

練

、

舍

外

寢

。

」

注

6a6

「

楣

、

謂

之

梁

。

柱

楣

、

所

謂

梁

闇

。

…

舍

外

寢

、

於

中

門

之

外

、

屋

下

壘

墼

爲

之

、

不

塗

塈

、

所

謂

堊

室

也

」

と

喪

の

各

ス

テ

ー

ジ

に

お

け

る

「

次

」

の

遷

移

が

述

べ

ら

れ

る

。

こ

の

「

外

寢

」

が

『

礼

記

』

喪

大

記

45-
9a

で

は

「

父

母

之

喪

、

居

倚

廬

不

塗

。

寢

苫

枕

凷

、

非

喪

事

不

言

。

…

10b

既

練

、

居

堊

室

、

不

與

人

居

。

君

謀

國

政

、

大

夫

士

謀

家

事

」

と

「

堊

室

」

に

置

き

換

え

ら

れ

、

さ

ら
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に

間

伝

5
7-1

0a

で

は

「

父

母

之

喪

、

居

倚

廬

、

寢

苫

枕

塊

、

不

說

絰

帶

。

齊

衰

之

喪

、

居

堊

室

、

芐

翦

不

納

。

大

功

之

喪

、

寢

有

席

。

小

功

緦

麻

、

牀

可

也

。

此

哀

之

發

於

居

處

者

也

。

父

母

之

喪

、

既

虞

卒

哭

、

柱

楣

翦

屏

、

芐

翦

不

納

。

期

而

小

祥

、

居

堊

室

、

寢

有

席

。

又

期

而

大

祥

、

居

復

寢

。

中

月

而

禫

、

禫

而

牀

」

と

「

次

」

の

別

お

よ

び

そ

の

遷

移

が

説

か

れ

て

い

る

。

［

現

代

語

訳

］

（

練

祭

以

前

は

）

大

夫

は

（

斬

衰

者

が

や

ど

る

仮

小

屋

で

あ

る

）

廬

に

起

居

し

、

士

は

（

斉

衰

者

が

や

ど

る

仮

小

屋

で

あ

る

）

堊

室

に

起

居

す

る

。

【

疏

】

（

七

葉

表

九

行

）

○

大

夫

居

廬

者

、

以

位

尊

恩

重

、

故

居

廬

。

○

士

居

堊

室

者

、

士

位

卑

恩

輕

、

故

居

堊

室

也

。

［

書

き

下

し

文

］

○

「

大

夫

は

廬

に

居

る

」

と

は

、

位

尊

く

恩

重

き

を

以

て

、

故

に

廬

に

居

る

。

○

「

士

は

堊

室

に

居

る

」

と

は

、

士

は

位

卑

く

恩

軽

し

、

故

に

堊

室

に

居

る

な

り

。

［

現

代

語

訳

］

○

「

大

夫

は

廬

に

居

る

」

と

は

、

（

大

夫

は

）

位

が

尊

く

（

主

君

か

ら

の

）

恩

が

重

い

の

で

、

廬

に

起

居

す

る

の

だ

。

○

「

士

は

堊

室

に

居

る

」

と

は

、

士

は

位

が

卑

く

（

主

君

か

ら

の

）

恩

が

軽

い

の

で

、

堊

室

に

起

居

す

る

の

だ

。

【

注

】

（

七

葉

表

六

行

）

謂

未

練

時

也

。

士

居

堊

室

、

亦

謂

邑

宰

也

。

朝

廷

之

士

亦

居

廬

。

［

書

き

下

し

文

］

未

だ

練

せ

ざ

る

の

時

を

謂

ふ

。

「

士

堊

室

に

居

る

」

も

、

亦

た

邑

宰

を

謂

ふ

。

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

。

［

現

代

語

訳

］

ま

だ

練

祭

を

す

る

前

の

時

に

つ

い

て

言

う

。

「

士

堊

室

に

居

る

」

（

の

「

士

」

）

も

ま

た

邑

宰

の

こ

と

を

言

う

。

朝

廷

の

士

も

ま

た

（

大

夫

と

同

じ

く

）

廬

に

起

居

す

る

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

）

】

（

七

葉

裏

一

行

）

○

正

義

曰

、

知

此

是

未

練

時

者

、

按

間

傳

云

、

斬

衰

之

喪

居

倚

廬

、

既

練

居

堊

室

。

此

經

若

練

後

、

則

大

夫

居

堊

室

。

今

云

大

夫

居

廬

、
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明

未

練

時

也

。

云

士

居

堊

室

亦

謂

邑

宰

也

者

、

士

若

非

邑

宰

、

未

練

之

前

、

當

與

大

夫

同

居

廬

。

今

云

居

堊

室

、

故

知

是

邑

宰

也

。

必

知

邑

宰

者

、

以

上

文

云

大

夫

終

喪

、

士

練

而

歸

、

言

邑

宰

之

士

、

降

於

大

夫

、

此

云

士

居

堊

室

、

亦

降

於

大

夫

、

故

知

是

邑

宰

之

士

也

。

云

朝

廷

之

士

亦

居

廬

者

、

以

臣

爲

君

喪

、

俱

服

斬

衰

、

故

知

未

練

之

前

、

士

亦

居

廬

也

。

然

周

禮

宮

正

注

云

、

親

者

貴

者

居

廬

、

疏

者

賤

者

居

堊

室

、

引

此

雜

記

云

、

大

夫

居

廬

、

士

居

堊

室

、

則

是

大

夫

以

上

定

居

廬

、

士

以

下

①

定

居

堊

室

。

此

云

朝

廷

之

士

亦

居

廬

、

與

彼

不

同

者

、

尋

鄭

之

文

意

、

若

與

王

親

者

、

雖

云

士

賤

、

亦

居

廬

、

則

此

云

朝

廷

之

士

亦

居

廬

、

是

也

。

若

與

王

無

親

、

身

又

是

士

、

則

居

堊

室

、

則

此

經

士

居

堊

室

、

是

也

。

故

鄭

於

宮

正

之

注

、

引

此

士

居

堊

室

、

證

賤

者

居

堊

室

也

。

若

與

王

親

雖

疏

、

但

是

貴

者

、

則

亦

居

廬

也

。

庾

氏

熊

氏

並

爲

此

説

。

熊

氏

或

説

云

、

若

天

子

、

則

大

夫

居

廬

、

士

居

堊

室

、

則

雜

記

言

、

是

也

。

若

諸

侯

、

則

朝

廷

大

夫

士

皆

居

廬

也

、

邑

宰

之

士

居

堊

室

、

宮

正

之

注

是

也

。

此

義

得

兩

通

、

故

並

存

焉

。

①

底

本

は

「

下

」

字

無

し

。

八

行

本

に

従

い

補

う

。

［

書

き

下

し

文

］

○

正

義

に

曰

く

、

此

れ

是

れ

未

だ

練

ぜ

ざ

る

の

時

な

る

を

知

れ

る

は

、

按

ず

る

に

間

伝

に

云

ふ

、

斬

衰

の

喪

は

、

倚

廬

に

居

り

、

既

に

練

し

て

堊

室

に

居

る

、

と

。

此

の

経

若

し

練

の

後

な

れ

ば

、

則

ち

大

夫

堊

室

に

居

る

。

今

大

夫

廬

に

居

る

と

云

は

ば

、

明

け

し

未

だ

練

せ

ざ

る

の

時

な

る

こ

と

。

「

士

堊

室

に

居

る

も

亦

た

邑

宰

を

謂

ふ

」

と

云

ふ

は

、

士

若

し

邑

宰

に

非

ざ

れ

ば

、

未

だ

練

せ

ざ

る

の

前

、

当

に

大

夫

と

同

じ

く

廬

に

居

る

べ

し

。

今

「

堊

室

に

居

る

」

と

云

ふ

、

故

に

是

れ

邑

宰

な

る

を

知

る

。

必

ず

邑

宰

な

る

を

知

れ

る

は

、

上

文

に

大

夫

喪

を

終

へ

、

士

は

練

し

て

帰

る

と

云

ひ

、

邑

宰

の

士

の

、

大

夫

に

降

る

を

言

ひ

、

此

に

士

堊

室

に

居

る

と

云

ひ

て

、

亦

た

大

夫

に

降

る

を

以

て

、

故

に

是

れ

邑

宰

の

士

な

る

を

知

る

な

り

。

「

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

」

と

云

ふ

は

、

臣

、

君

の

喪

の

為

に

、

俱

に

斬

衰

に

服

す

る

を

以

て

、

故

に

未

だ

練

せ

ざ

る

の

前

、

士

も

亦

た

廬

に

居

る

を

知

る

な

り

。

然

る

に

『

周

礼

』

宮

正

注

に

、

「

親

な

る

者

、

貴

な

る

者

は

廬

に

居

り

、

疏

な

る

者

、
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賤

な

る

者

は

堊

室

に

居

る

」

と

云

ひ

、

此

の

雑

記

を

引

き

て

、

「

大

夫

は

廬

に

居

り

、

士

は

堊

室

に

居

る

」

と

云

ふ

は

①

、

則

ち

是

れ

大

夫

以

上

は

定

め

て

廬

に

居

り

、

士

以

下

は

定

め

て

堊

室

に

居

る

な

り

。

此

に

「

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

」

と

云

ひ

て

、

彼

と

同

じ

か

ら

ざ

る

は

、

鄭

の

文

意

を

尋

ぬ

る

に

、

若

し

王

と

親

し

き

者

な

れ

ば

、

士

は

賤

な

り

と

云

ふ

と

雖

も

、

亦

た

廬

に

居

る

。

則

ち

此

に

「

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

」

と

云

ふ

は

、

是

れ

な

り

。

若

し

王

と

親

無

く

、

身

又

た

是

れ

士

な

れ

ば

、

則

ち

堊

室

に

居

る

。

則

ち

此

の

経

の

「

士

堊

室

に

居

る

」

は

、

是

れ

な

り

。

故

に

鄭

、

宮

正

の

注

に

於

て

、

此

の

「

士

堊

室

に

居

る

」

を

引

き

て

、

賤

な

る

者

の

堊

室

に

居

る

を

証

す

る

な

り

。

若

し

王

と

親

は

疏

な

り

と

雖

も

、

但

だ

是

れ

貴

き

者

な

れ

ば

、

則

ち

亦

た

廬

に

居

る

な

り

。

庾

氏

熊

氏

並

に

此

の

説

を

為

す

。

熊

氏

の

或

説

に

云

ふ

、

「

若

し

天

子

な

れ

ば

、

則

ち

大

夫

は

廬

に

居

り

、

士

は

堊

室

に

居

る

。

則

ち

雑

記

の

言

、

是

れ

な

り

。

若

し

諸

侯

な

れ

ば

、

則

ち

朝

廷

の

大

夫

士

皆

な

廬

に

居

り

、

邑

宰

の

士

は

堊

室

に

居

る

、

宮

正

の

注

、

是

れ

な

り

」

と

。

此

の

義

両

つ

な

ら

が

通

ず

る

を

得

た

り

、

故

に

並

び

に

焉

を

存

す

。

①

『

周

礼

』

天

官

・

宮

正

3-
22a

「

大

喪

則

授

廬

舍

、

辨

其

親

疏

貴

賤

之

居

。

」

注

22a
5

「

廬

、

倚

廬

也

。

舍

、

堊

室

也

。

親

者

貴

者

居

倚

廬

、

疏

者

賤

者

居

堊

室

。

雜

記

曰

、

大

夫

居

廬

、

士

居

堊

室

。

」

［

現

代

語

訳

］

○

正

義

に

曰

く

、

こ

こ

で

こ

れ

が

ま

だ

練

祭

を

す

る

前

の

時

で

あ

る

と

わ

か

る

の

は

、

思

う

に

（

『

礼

記

』

）

間

伝

篇

に

「

斬

衰

の

喪

は

、

倚

廬

に

起

居

し

、

既

に

練

祭

し

て

か

ら

堊

室

に

起

居

す

る

」

と

あ

り

、

こ

の

経

が

も

し

練

祭

の

後

（

を

言

う

の

）

で

あ

れ

ば

、

大

夫

は

堊

室

に

起

居

す

る

こ

と

に

な

る

。

今

、

「

大

夫

、

廬

に

居

る

」

と

言

う

の

で

あ

る

か

ら

、

ま

だ

練

祭

を

す

る

前

の

時

で

あ

る

の

は

明

ら

か

だ

。

「

士

堊

室

に

居

る

も

亦

た

邑

宰

を

謂

ふ

」

と

言

う

の

は

、

も

し

士

が

邑

宰

で

な

け

れ

ば

、

ま

だ

練

祭

を

し

な

い

前

は

、

大

夫

と

同

じ

く

廬

に

起

居

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

今

「

堊

室

に

居

る

」

と

言

う

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

が

邑

宰

（

の

士

）

で

あ

る

と

わ

か

る

の

だ

。

必

ず

邑

宰

で

あ

る

と

わ

か

る

の
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は

、

上

文

で

大

夫

は

喪

を

終

え

（

て

帰

り

）

、

士

は

練

祭

し

て

帰

る

と

言

っ

て

、

邑

宰

の

士

が

大

夫

に

降

る

こ

と

を

言

っ

て

い

て

、

こ

こ

で

も

「

士

、

堊

室

に

居

る

」

と

言

っ

て

、

ま

た

大

夫

に

降

る

（

こ

と

を

言

っ

て

い

る

）

の

で

、

こ

れ

が

邑

宰

の

士

で

あ

る

と

わ

か

る

の

だ

。

「

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

」

と

言

う

の

は

、

臣

下

は

主

君

の

喪

の

た

め

に

、
（

身

分

に

か

か

わ

ら

ず

）

と

も

に

斬

衰

に

服

す

る

の

で

、

ま

だ

練

祭

し

な

い

前

は

、

士

も

ま

た

廬

に

起

居

す

る

と

わ

か

る

の

だ

。

で

は

あ

る

が

『

周

礼

』

（

天

官

）

宮

正

の

注

に

、

「

親

し

き

者

、

貴

き

者

は

廬

に

起

居

し

、

疏

遠

の

者

、

賤

し

き

者

は

堊

室

に

起

居

す

る

」

と

言

っ

て

、

こ

の

雑

記

篇

を

引

用

し

て

、

「

大

夫

は

廬

に

居

り

、

士

は

堊

室

に

居

る

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

つ

ま

り

は

大

夫

以

上

は

必

ず

廬

に

起

居

し

、

士

以

下

は

必

ず

堊

室

に

起

居

す

る

と

い

う

こ

と

だ

。

こ

こ

に

「

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

」

と

言

っ

て

、

宮

正

注

と

同

じ

で

な

い

の

は

、

鄭

玄

の

文

意

を

考

え

て

み

る

に

、

も

し

王

と

親

し

き

者

で

あ

れ

ば

、

卑

賤

な

士

で

あ

っ

て

も

、

ま

た

廬

に

起

居

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

こ

こ

で

「

朝

廷

の

士

も

亦

た

廬

に

居

る

」

と

言

う

の

が

、

そ

れ

だ

。

も

し

王

と

親

し

く

な

く

、

そ

の

身

も

ま

た

士

で

あ

れ

ば

、

堊

室

に

起

居

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

こ

の

経

の

「

士

、

堊

室

に

居

る

」

（

と

言

う

の

）

が

、

そ

れ

だ

。

だ

か

ら

鄭

玄

は

宮

正

の

注

に

お

い

て

、

こ

の

「

士

、

堊

室

に

居

る

」

を

引

い

て

、

卑

賤

の

者

が

堊

室

に

起

居

す

る

こ

と

を

証

し

た

の

で

あ

る

。

も

し

王

と

疎

遠

の

も

の

で

あ

っ

て

も

、

貴

い

者

で

あ

り

さ

え

す

れ

ば

、

ま

た

廬

に

起

居

す

る

の

で

あ

る

。

庾

蔚

子

と

熊

安

生

は

と

も

に

こ

の

説

を

唱

え

て

い

る

。

熊

氏

の

或

説

に

、

「

も

し

天

子

（

の

喪

）

で

あ

れ

ば

、

大

夫

は

廬

に

起

居

し

、

士

は

堊

室

に

起

居

す

る

の

で

あ

り

、

雑

記

篇

の

言

が

こ

れ

だ

。

も

し

諸

侯

で

あ

れ

ば

、

朝

廷

の

大

夫

士

は

皆

な

廬

に

起

居

し

、

邑

宰

の

士

は

堊

室

に

起

居

す

る

の

で

あ

り

、

宮

正

の

注

が

こ

れ

だ

」

と

言

っ

て

い

る

。

こ

の

両

者

の

義

は

と

も

に

通

じ

る

か

ら

、

並

存

さ

せ

て

お

く

。

【

経

】

（

七

葉

裏

九

行

）

大

夫

爲

其

父

母

兄

弟

之

未

爲

大

夫

者

之

喪

服

、

如

士

服

。

士

爲

其

父

母

兄

弟

之

爲

大

夫
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者

之

喪

服

、

如

士

服

。

［

書

き

下

し

文

］

大

夫

の

其

の

父

母

兄

弟

の

未

だ

大

夫

た

ら

ざ

る

者

の

為

に

す

る

の

喪

服

は

、

士

服

の

如

し

。

士

の

其

の

父

母

兄

弟

の

大

夫

た

る

者

の

為

に

す

る

の

喪

服

は

、

士

服

の

如

し

。

［

現

代

語

訳

］

大

夫

が

そ

の

父

母

兄

弟

で

ま

だ

大

夫

と

な

っ

て

い

な

い

者

の

為

に

す

る

喪

服

は

、

士

の

喪

服

と

同

じ

で

あ

る

。

士

が

そ

の

父

母

兄

弟

の

大

夫

で

あ

る

者

の

為

に

す

る

喪

服

は

、

士

の

喪

服

と

同

じ

で

あ

る

。

【

疏

】

（

八

葉

表

九

行

）

正

義

曰

、

此

篇

雜

記

喪

事

也

。

經

次

上

下

、

無

義

例

科

段

。

今

各

依

文

解

之

。

此

一

經

明

大

夫

士

爲

其

父

母

昆

弟

之

服

也

。

［

書

き

下

し

文

］

正

義

に

曰

く

、

此

の

篇

、

喪

事

を

雑

記

す

る

な

り

。

経

次

の

上

下

、

義

例

科

段

無

し

①

。

今

各

お

の

文

に

依

り

て

之

を

解

す

。

此

の

一

経

、

大

夫

士

の

其

の

父

母

昆

弟

の

為

に

す

る

の

服

を

明

ら

か

に

す

る

な

り

。

①

「

科

段

」

は

経

文

を

「

科

」

「

段

」

に

細

分

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

関

連

か

ら

経

義

を

明

ら

か

に

し

て

い

く

解

経

技

法

で

、

「

科

段

」

の

語

は

『

礼

記

正

義

』

で

は

、

他

に

少

儀

疏

39-1a8

に

「

但

此

一

篇

、

雜

明

細

小

威

儀

、

不

復

局

以

科

段

」

と

見

え

、

そ

の

具

体

例

は

楽

記

篇

疏

37-12a7

「

此

章

凡

有

四

段

」

以

下

な

ど

に

見

え

て

い

る

。

皇

侃

等

の

六

朝

義

疏

に

お

い

て

は

「

義

例

」

を

立

て

、

「

科

段

」

を

設

け

る

こ

と

に

よ

る

解

経

法

が

多

用

さ

れ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

が

、

こ

の

部

分

や

王

制

篇

疏

11-21b8

「

而

皇

氏

乃

繁

文

曲

說

、

橫

生

義

例

、

恐

非

本

旨

。

」

月

礼

疏

14-25a7

「

其

輕

重

無

義

例

也

、

皇

氏

曲

爲

別

説

、

非

經

之

旨

」

な

ど

か

ら

う

か

が

え

る

よ

う

に

、

正

義

は

こ

の

種

の

解

経

法

に

は

懐

疑

的

な

態

度

を

取

っ

て

い

る

。

［

現

代

語

訳

］

正

義

に

曰

く

、

こ

の

篇

は

喪

事

を

雑

記

す

る

も

の

で

あ

り

、

経

文

の

次

序

の

上

下

に

つ

い

て

、

義

例

や

科

段

は

無

い

。

今

、

そ

れ

ぞ

れ

文

に

従

っ

て

解

釈

し

て

い

く

。

こ

の

一

経

は

、

大

夫

士

が

そ

の

父

母

昆

弟

の

た

め

に

す

る

喪

服

に

つ

い

て

明

ら

か

に

し

た

も

の

だ

。
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【

注

】

（

八

葉

表

一

行

）

大

夫

雖

尊

、

不

以

其

服

服

父

母

兄

弟

、

嫌

若

踰

之

也

。

士

謂

大

夫

庶

子

爲

士

者

也

。

己

卑

又

不

敢

服

尊

者

之

服

。

今

大

夫

喪

①

禮

逸

、

與

士

異

者

、

未

得

而

備

聞

也

。

春

秋

傳

曰

、

齊

晏

桓

子

卒

。

晏

嬰

麤

衰

斬

、

苴

絰

帶

、

杖

、

菅

屨

、

食

粥

、

居

倚

廬

、

寢

苫

枕

草

。

其

老

曰

、

非

大

夫

之

禮

也

。

曰

惟

卿

爲

大

夫

。

此

平

仲

之

謙

也

。

言

己

非

大

夫

、

故

爲

父

服

士

服

耳

。

麤

衰

斬

者

、

其

縷

在

齊

斬

之

間

、

謂

縷

如

三

升

半

而

三

升

不

緝

也

。

斬

衰

以

三

升

爲

正

、

微

細

焉

、

則

屬

於

麤

也

。

然

則

士

與

大

夫

爲

父

服

異

者

、

有

麤

衰

斬

枕

草

矣

。

其

爲

母

、

五

升

縷

而

四

升

、

爲

兄

弟

、

六

升

縷

而

五

升

乎

。

惟

大

夫

以

上

、

乃

能

備

儀

盡

飾

。

士

以

下

、

則

以

臣

服

君

之

斬

衰

爲

其

父

、

以

臣

從

君

而

服

之

齊

衰

爲

其

母

與

兄

弟

、

亦

以

勉

人

爲

高

行

也

。

大

功

以

下

、

大

夫

士

服

同

。

①

底

本

は

「

喪

」

字

後

に

「

服

」

字

あ

り

。

八

行

本

お

よ

び

疏

の

引

用

に

従

い

削

る

。

［

書

き

下

し

文

］

大

夫

尊

な

り

と

雖

も

、

其

の

服

を

以

て

父

母

兄

弟

に

服

せ

ざ

る

は

、

之

を

踰

ゆ

る

が

若

き

を

嫌

す

れ

ば

な

り

。

士

は

大

夫

の

庶

子

の

士

た

る

者

を

謂

ふ

な

り

。

己

れ

卑

な

れ

ば

又

た

敢

へ

て

尊

者

の

服

を

服

せ

ず

。

今

、

大

夫

の

喪

礼

逸

し

、

士

と

異

な

る

者

、

未

だ

得

て

備

（

つ

ぶ

さ

）

に

聞

か

ざ

る

な

り

。

春

秋

伝

に

曰

ふ

①

、

斉

の

晏

桓

子

卒

す

。

晏

嬰

麤

衰

の

斬

、

苴

の

絰

帯

、

杖

し

、

菅

屨

は

き

、

粥

を

食

ひ

、

倚

廬

に

居

り

、

苫

に

寝

ね

草

を

枕

と

す

。

其

の

老

曰

く

、

大

夫

の

礼

に

非

ざ

る

な

り

、

と

。

曰

く

、

惟

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

、

と

。

此

れ

平

仲

の

謙

な

り

。

己

れ

大

夫

に

非

ず

、

故

に

父

の

為

に

士

服

に

服

す

る

の

み

な

る

を

言

ふ

。

麤

衰

の

斬

と

は

、

其

の

縷

、

斉

・

斬

の

間

に

在

り

、

縷

は

三

升

半

の

如

く

し

て

三

升

、

緝

せ

ざ

る

を

謂

ふ

な

り

。

斬

衰

は

三

升

を

以

て

正

と

為

す

、

焉

よ

り

微

細

な

れ

ば

、

則

ち

麤

に

属

す

る

な

り

。

然

ら

ば

則

ち

士

と

大

夫

と

父

の

為

に

服

す

る

の

異

な

る

者

は

、

麤

衰

の

斬

、

枕

草

有

り

。

其

の

母

の

為

に

は

、

五

升

の

縷

に

し

て

四

升

、

兄

弟

の

為

に

は

、

六

升

の

縷

に

し

て

五

升

な

る

か

。

惟

だ

大

夫

以

上

に

し

て

、

乃

ち

能

く

儀

を

備

へ

飾

り

を

尽

く

す

。

士

よ

り

以

下

は

、

則

ち

臣

、
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君

に

服

す

る

の

斬

衰

を

以

て

其

の

父

の

為

に

し

、

臣

、

君

に

従

ひ

て

服

す

る

の

斉

衰

を

以

て

其

の

母

と

兄

弟

と

の

為

に

す

る

も

、

亦

た

以

て

人

に

勉

め

て

高

行

を

為

さ

し

む

る

な

り

。

大

功

以

下

は

、

大

夫

士

の

服

同

じ

。

①

『

春

秋

左

氏

伝

』

襄

公

十

七

年

伝

33-8a

「

齊

晏

桓

子

卒

。
（

注

8a7

：

晏

嬰

父

也

。

）

晏

嬰

麤

縗

斬

。

（

釈

文

8a8

：

縗

、

本

又

作

衰

。

）

8b
苴

絰

帶

、

杖

、

菅

屨

。

9a

食

鬻

、

居

倚

廬

、

寢

苫

枕

草

。

其

老

曰

、

非

大

夫

之

禮

也

。9b
曰

、

唯

卿

爲

大

夫

。

」

な

お

、

経

典

類

で

「

麤

縗

（

衰

）

」

の

語

が

見

え

る

の

は

こ

こ

だ

け

で

あ

る

。

［

現

代

語

訳

］

大

夫

（

の

位

）

は

尊

い

と

は

言

え

、

そ

の

（

大

夫

の

）

服

を

着

て

父

母

兄

弟

（

の

喪

）

に

服

さ

な

い

の

は

、

彼

ら

に

優

越

す

る

か

の

よ

う

な

態

度

を

示

す

の

を

忌

避

し

て

の

こ

と

で

あ

る

。

「

士

」

は

大

夫

の

庶

子

で

士

で

あ

る

者

を

言

う

。

自

分

が

卑

賤

で

あ

れ

ば

さ

ら

に

ま

た

敢

え

て

尊

者

（

＝

大

夫

）

の

服

を

着

た

り

は

し

な

い

の

だ

。

今

、

大

夫

の

喪

礼

は

散

佚

し

て

、

士

と

異

な

る

部

分

に

つ

い

て

、

細

か

に

知

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

春

秋

伝

に

言

う

、

「

斉

の

晏

桓

子

が

亡

く

な

っ

た

。

（

そ

の

子

の

）

晏

嬰

は

麤

（

そ

ま

つ

）

な

衰

（

う

わ

ぎ

）

の

（

縁

縫

い

せ

ず

に

布

地

を

）

斬

（

た

）

っ

た

ま

ま

も

の

を

着

て

、

苴

（

く

ろ

）

の

絰

帯

を

締

め

、

（

苴

の

）

杖

を

突

き

、

菅

屨

（

茅

の

く

つ

）

を

は

き

、

粥

を

す

す

り

、

倚

廬

に

起

居

し

、

（

藁

を

編

ん

だ

）

苫

に

寝

て

草

を

枕

と

し

（

て

喪

に

服

し

）

た

。

そ

の

家

老

は

「

大

夫

の

礼

で

は

ご

ざ

り

ま

せ

ぬ

」

と

言

っ

た

が

、

（

晏

嬰

は

）

「

卿

だ

け

が

大

夫

と

さ

れ

る

の

だ

」

と

言

っ

た

」

と

。

こ

れ

は

晏

平

仲

（

晏

嬰

）

の

謙

辞

で

あ

っ

て

、

自

分

は

大

夫

（

上

大

夫

＝

卿

）

で

は

な

い

の

で

、

父

の

喪

の

た

め

に

士

服

を

着

た

に

過

ぎ

ぬ

と

言

っ

た

も

の

だ

。

（

よ

っ

て

こ

こ

に

は

士

服

が

示

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

）

「

麤

衰

の

斬

」

と

は

、

そ

の

縷

（

い

と

す

じ

）

が

、

斉

衰

と

斬

衰

の

間

に

あ

っ

て

、

（

見

か

け

の

）

縷

数

は

（

や

や

き

め

の

細

か

い

）

三

升

半

（

＝

二

八

〇

本

）

の

（

布

地

の

）

よ

う

で

あ

る

が

（

実

際

の

縷

数

は

）

三

升

（

＝

二

四

〇

本

）

で

、

縁

縫

い

し

て

い

な

い

も

の

を

言

う

の

だ

。

斬

衰

は

三

升

が

標

準

で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

よ

り

き

め

の

細

か

い

も

の

は

、

「

麤

」

に

属

す

る
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の

で

あ

る

。

で

あ

れ

ば

士

と

大

夫

と

で

父

の

為

に

服

す

る

喪

の

相

違

点

は

、

麤

衰

で

縁

縫

い

し

て

い

な

い

点

と

、

草

を

枕

に

す

る

点

に

あ

る

の

だ

。

（

で

あ

れ

ば

）

士

が

母

の

為

に

す

る

に

は

、

（

見

か

け

は

）

五

升

の

縷

（

数

の

布

地

）

で

（

実

際

の

縷

数

は

）

四

升

の

も

の

、

兄

弟

の

為

に

す

る

に

は

、
（

見

か

け

は

）

六

升

の

縷

（

数

の

布

地

）

で

（

実

際

の

縷

数

は

）

五

升

の

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

た

だ

大

夫

以

上

だ

け

が

、

（

喪

礼

の

）

儀

節

を

完

備

し

（

悲

し

み

を

示

す

喪

服

の

）

飾

り

を

尽

く

す

こ

と

が

で

き

る

の

だ

。

士

よ

り

以

下

は

、

臣

が

君

（

の

喪

）

に

服

す

る

際

の

斬

衰

で

も

っ

て

そ

の

父

の

為

に

服

し

、

臣

が

君

に

従

っ

て

（

君

の

父

母

等

に

）

服

す

る

際

の

斉

衰

で

も

っ

て

そ

の

母

と

兄

弟

と

の

為

に

服

す

る

。

こ

れ

も

ま

た

そ

の

こ

と

で

人

を

勉

励

し

て

（

徳

の

）

高

い

行

い

を

さ

せ

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

る

。

大

功

以

下

（

の

喪

服

）

に

つ

い

て

は

、

大

夫

と

士

の

服

は

同

じ

で

あ

る

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

）

】

（

八

葉

表

十

行

）

○

正

義

曰

、

嫌

若

踰

之

也

者

、

大

夫

之

父

母

兄

弟

、

或

作

士

、

或

無

官

。

今

大

夫

爲

之

、

若

著

大

夫

之

服

、

是

自

尊

踰

越

父

母

兄

弟

。

今

不

以

大

夫

之

服

服

父

母

兄

弟

、

是

嫌

畏

踰

之

也

。

云

士

謂

大

夫

庶

子

爲

士

者

也

者

、

此

士

解

經

中

下

文

士

爲

之

文

。

知

此

士

是

大

夫

庶

子

爲

士

者

、

若

大

夫

適

子

、

雖

未

爲

士

、

猶

服

大

夫

之

服

、

即

下

文

是

也

。

若

其

適

子

爲

士

、

則

服

大

夫

服

可

知

。

故

知

此

士

爲

父

母

之

爲

大

夫

者

、

但

服

士

服

、

是

庶

子

也

。

所

以

不

服

大

夫

服

者

、

己

卑

不

敢

服

尊

者

之

服

。

［

書

き

下

し

文

］

○

正

義

に

曰

く

、

「

之

を

踰

ゆ

る

が

若

き

を

嫌

す

」

と

は

、

大

夫

の

父

母

兄

弟

、

或

は

士

と

作

（

な

）

り

、

或

は

官

無

し

。

今

大

夫

之

が

為

に

、

若

し

大

夫

の

服

を

著

く

れ

ば

、

是

れ

自

ら

尊

と

し

て

父

母

兄

弟

を

踰

越

す

。

今

大

夫

の

服

を

以

て

父

母

兄

弟

に

服

せ

ざ

る

は

、

是

れ

之

を

踰

へ

ん

こ

と

を

嫌

畏

す

れ

ば

な

り

。

「

士

は

大

夫

の

庶

子

の

士

た

る

者

を

謂

ふ

な

り

」

と

云

ふ

は

、

此

の

士

、

経

中

の

下

文

の

「

士

為

」

の

文

を

解

す

。

此

の

士

是

れ

大

夫

の

庶

子

の

士

た

る

者

な

る

を

知

れ

る

は

、

若

し

大

夫

の

適

子

な

れ

ば

、

未

だ

士

た

ら

ず

と

雖

も

、

猶

ほ

大

夫

の

服

を

服

す

、

即
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ち

下

文

（

10a9

）

是

れ

な

り

。

若

し

其

の

適

子

士

た

れ

ば

、

則

ち

大

夫

の

服

を

服

す

る

こ

と

知

る

べ

し

。

故

に

此

の

士

の

父

母

の

大

夫

た

る

者

の

為

に

、

但

だ

士

服

を

服

す

る

は

、

是

れ

庶

子

な

る

を

知

る

な

り

。

大

夫

の

服

を

服

せ

ざ

る

所

以

の

者

は

、

己

れ

卑

に

し

て

敢

え

て

尊

者

の

服

を

服

せ

ざ

る

な

り

。

［

現

代

語

訳

］

○

正

義

に

曰

く

、

「

之

を

踰

ゆ

る

が

若

き

を

嫌

す

」

と

は

、

大

夫

の

父

母

兄

弟

は

、

あ

る

い

は

士

で

あ

り

、

あ

る

い

は

官

職

が

無

い

（

庶

人

で

あ

る

）

。

今

、

大

夫

が

彼

ら

の

た

め

に

大

夫

の

服

を

著

け

た

な

ら

ば

、

自

ら

を

尊

し

と

し

て

父

母

兄

弟

に

優

越

し

た

態

度

を

示

す

こ

と

に

な

る

。

今

、

大

夫

の

服

を

着

て

父

母

兄

弟

の

喪

に

服

さ

な

い

の

は

、

こ

の

優

越

し

た

態

度

を

示

す

の

を

忌

み

嫌

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

「

士

は

大

夫

の

庶

子

の

士

た

る

者

を

謂

ふ

な

り

」

と

言

う

の

は

、

こ

の

「

士

」

は

、

経

文

中

の

下

文

の

「

士

為

」

の

文

（

の

「

士

」

）

を

解

し

た

も

の

だ

。

こ

の

「

士

」

が

大

夫

の

庶

子

で

士

で

あ

る

者

で

あ

る

と

わ

か

る

の

は

、

も

し

大

夫

の

適

子

で

あ

れ

ば

、

ま

だ

士

と

な

っ

て

い

な

く

て

も

、

大

夫

の

服

を

着

る

の

で

あ

っ

て

、

つ

ま

り

は

下

文

（

に

「

大

夫

の

適

士

、

大

夫

の

服

を

服

す

」

と

あ

る

の

）

が

そ

れ

だ

。

（

こ

こ

か

ら

）

そ

の

適

子

が

士

で

あ

れ

ば

、

大

夫

の

服

を

着

る

こ

と

が

わ

か

る

。

だ

か

ら

、

こ

こ

の

「

士

」

で

父

母

の

大

夫

た

る

者

の

た

め

に

、

た

だ

士

服

を

着

る

の

は

、

庶

子

で

あ

る

と

わ

か

る

の

だ

。

大

夫

の

服

を

着

な

い

理

由

は

、

自

分

が

卑

賤

で

あ

る

か

ら

あ

え

て

尊

者

の

服

を

着

た

り

し

な

い

の

で

あ

る

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

：

つ

づ

き

）

】

（

八

葉

裏

四

行

）

云

今

大

夫

喪

禮

逸

、

與

士

異

者

、

未

得

而

備

聞

也

者

、

欲

見

大

夫

與

士

、

喪

禮

殊

異

、

未

甚

分

明

。

引

春

秋

傳

者

、

欲

證

大

夫

與

士

之

喪

服

不

同

。

所

引

傳

者

、

襄

十

七

年

左

傳

文

。

云

齊

晏

桓

子

卒

至

唯

卿

爲

大

夫

、

皆

左

傳

辭

也

。

齊

晏

桓

子

卒

者

、

是

晏

嬰

之

父

晏

弱

、

謚

曰

桓

子

也

。

云

晏

嬰

麤

衰

斬

者

、

桓

子

之

子

晏

嬰

、

身

服

麤

衰

而

斬

。

云

苴

絰

帶

杖

者

、

以

苴

麻

爲

首

絰

要

帶

、

以

苴

色

之

竹

爲

杖

。

云

菅

屨

者

、

以

菅

草

爲

屨

。

云

食

粥

居

倚

廬

寢

苫

者

、

是

喪

禮

之

常

、

枕

草

者

、

非

喪

禮
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之

文

。

云

其

老

曰

非

大

夫

之

禮

也

者

、

老

謂

晏

嬰

家

臣

。

見

晏

嬰

服

士

服

、

故

其

老

言

所

服

、

云

非

大

夫

之

喪

禮

也

。

云

曰

唯

卿

爲

大

夫

者

、

此

晏

嬰

對

家

老

之

言

、

若

身

爲

卿

、

得

著

大

夫

之

服

。

若

身

爲

大

夫

、

惟

得

服

士

服

。

云

此

平

仲

之

謙

也

者

、

言

平

仲

之

言

非

禮

也

、

謙

退

之

辭

。

云

言

己

非

大

夫

、

故

爲

父

服

士

服

耳

者

、

若

是

卿

、

則

得

爲

父

服

大

夫

服

、

故

云

非

。

從

此

以

下

、

皆

鄭

君

解

釋

之

辭

。

［

書

き

下

し

文

］

「

今

大

夫

の

喪

礼

逸

す

、

士

と

異

な

る

者

、

未

だ

得

て

備

へ

聞

か

ざ

る

な

り

」

と

云

ふ

は

、

大

夫

と

士

と

、

喪

礼

の

殊

異

を

見

（

し

め

）

さ

ん

と

欲

す

れ

ど

も

、

未

だ

甚

だ

し

く

は

分

明

な

ら

ず

。

春

秋

伝

を

引

け

る

は

、

大

夫

と

士

と

の

喪

服

の

不

同

を

証

せ

ん

と

欲

す

。

引

く

所

の

伝

は

、

襄

十

七

年

左

伝

文

。

「

斉

の

晏

桓

子

卒

す

」

よ

り

「

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

に

至

る

ま

で

を

云

ふ

は

、

皆

な

左

伝

の

辞

な

り

。

「

斉

の

晏

桓

子

卒

す

」

と

は

、

是

れ

晏

嬰

の

父

、

晏

弱

、

謚

し

て

桓

子

と

曰

ふ

①

。
「

晏

嬰

麤

衰

し

て

斬

す

」

と

云

ふ

は

、

桓

子

の

子

、

晏

嬰

、

身

ら

麤

衰

を

服

し

て

斬

す

。
「

苴

の

絰

帯

し

、

杖

す

」

と

云

ふ

は

②

、

苴

麻

を

以

て

首

絰

要

帯

と

為

し

、

苴

色

の

竹

を

以

て

杖

と

為

す

。

「

菅

屨

」

と

云

ふ

は

、

菅

草

を

以

て

屨

と

為

す

。

「

粥

を

食

ひ

、

倚

廬

に

居

り

、

苫

に

寝

ぬ

」

と

云

ふ

は

、

是

れ

喪

礼

の

常

な

る

も

、

「

草

に

枕

す

」

は

、

喪

礼

の

文

に

非

ず

。

「

其

の

老

曰

く

、

大

夫

の

礼

に

非

ざ

る

な

り

」

と

云

ふ

は

、

「

老

」

は

晏

嬰

の

家

臣

を

謂

ふ

。

晏

嬰

の

士

服

を

服

す

る

を

見

る

、

故

に

其

の

老

、

服

す

る

所

を

言

ひ

て

、

大

夫

の

喪

礼

に

非

ず

と

云

ふ

な

り

。

「

曰

く

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

と

云

ふ

は

、

此

れ

晏

嬰

、

家

老

に

対

ふ

る

の

言

、

若

し

身

、

卿

た

れ

ば

、

大

夫

の

服

を

著

く

る

を

得

た

り

。

若

し

身

、

大

夫

た

れ

ば

、

惟

だ

士

服

を

服

す

る

を

得

た

り

。

「

此

れ

平

仲

の

謙

な

り

」

と

云

ふ

は

、

平

仲

の

言

は

礼

に

非

ず

、

謙

退

の

辞

な

る

を

言

ふ

。

「

己

れ

大

夫

に

非

ず

、

故

に

父

の

為

に

士

服

を

服

す

る

の

み

な

る

を

言

ふ

」

と

云

ふ

は

、

若

し

是

れ

卿

な

れ

ば

、

則

ち

父

の

為

に

大

夫

の

服

を

服

す

る

を

得

た

り

、

故

に

「

非

（

＝

非

大

夫

）

」

と

云

ふ

。

此

れ

従

り

以

下

、

皆

な

鄭

君

解

釈

す

る

の

辞

な

り

。

東洋古典學研究 第 52集 2021



65

①

『

春

秋

左

氏

伝

』

で

の

「

晏

弱

」

「

晏

桓

子

」

の

初

出

は

、

宣

公

十

七

年

伝

24-16b

「

齊

侯

使

高

固

晏

弱

蔡

朝

南

郭

偃

會

。
（

注

16b4
：

晏

弱

、

桓

子

。

）

及

斂

盂

高

固

逃

歸

。

夏

會

于

斷

道

、

討

貳

也

。

盟

于

卷

楚

、

辭

齊

人

、

晉

人

執

晏

弱

于

野

王

、

執

蔡

朝

于

原

、

執

南

郭

偃

于

溫

。

苗

賁

皇

使

見

晏

桓

子

。

歸

言

於

晉

侯

曰

、

夫

晏

子

何

罪

。

昔

者

諸

侯

事

吾

先

君

、

皆

如

不

逮

。

」

②

以

下

の

喪

服

の

記

述

に

つ

い

て

は

、

『

儀

礼

』

喪

服

28-3a
「

喪

服

、

斬

衰

裳

、

苴

絰

杖

、

絞

帶

、

冠

繩

纓

、

菅

屨

者

。

」

伝

5a

「

傳

曰

、

斬

者

何

。

不

緝

也

。

苴

絰

者

、

麻

之

有

蕡

者

也

。

…
5b

苴

杖

竹

也

。

…

菅

屨

者

、

菅

菲

也

。

…

居

倚

廬

、

寢

苫

、

枕

塊

。

…

歠

粥

、

朝

一

溢

米

、

夕

一

溢

米

。

」

参

照

。

［

現

代

語

訳

］

「

今

大

夫

の

喪

礼

逸

す

、

士

と

異

な

る

者

、

未

だ

得

て

備

に

聞

か

ざ

る

な

り

」

と

言

う

の

は

、

大

夫

と

士

と

の

喪

礼

の

違

い

を

示

そ

う

と

思

う

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

が

は

っ

き

り

と

は

わ

か

っ

て

い

な

い

、

と

い

う

こ

と

だ

。

春

秋

伝

を

引

用

し

た

の

は

、

大

夫

と

士

と

の

喪

服

が

同

じ

で

な

い

こ

と

を

証

拠

付

け

よ

う

と

し

て

の

こ

と

だ

。

引

用

し

た

伝

文

は

、

襄

公

十

七

年

の

『

左

伝

』

の

文

で

あ

る

。

「

斉

の

晏

桓

子

卒

す

」

よ

り

「

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

に

至

る

ま

で

は

、

皆

な

『

左

伝

』

の

言

葉

で

あ

る

。
「

斉

の

晏

桓

子

卒

す

」

と

は

、

晏

嬰

の

父

の

晏

弱

の

こ

と

で

、

謚

し

て

「

桓

子

」

と

呼

ぶ

。

「

晏

嬰

麤

衰

し

て

斬

す

」

と

言

う

の

は

、

桓

子

の

子

の

晏

嬰

が

、

身

ら

麤

衰

を

着

て

（

そ

の

服

の

布

の

端

を

縁

縫

い

せ

ず

に

）

斬

（

た

）

っ

た

ま

ま

に

す

る

と

い

う

こ

と

だ

。

「

苴

の

絰

帯

し

、

杖

す

」

と

言

う

の

は

、

（

実

の

付

い

た

）

苴

（

く

ろ

い

ろ

）

の

麻

で

作

っ

た

首

絰

（

く

び

ま

き

）

・

要

帯

（

こ

し

ま

き

）

を

着

け

、

苴

（

く

ろ

）

色

の

竹

で

作

っ

た

杖

を

つ

く

と

い

う

こ

と

だ

。
「

菅

屨

は

き

」

と

言

う

の

は

、

菅

草

（

茅

の

一

種

）

で

作

っ

た

屨

（

く

つ

）

を

は

く

と

い

う

こ

と

だ

。

「

粥

を

食

ひ

、

倚

廬

に

居

り

、

苫

に

寝

る

（

粥

を

す

す

り

、

仮

小

屋

の

倚

廬

に

起

居

し

、

藁

を

編

ん

だ

苫

の

上

に

寝

る

）

」

と

言

う

の

は

、

喪

礼

の

常

態

で

あ

る

が

、

「

草

に

枕

す

」

は

、

喪

礼

の

文

で

は

な

い

。

「

其

の

礼記注疏訳注稿（十四）―雑記上第二十（二）―（末永）



66

老

曰

く

、

大

夫

の

礼

に

非

ざ

る

な

り

」

と

言

う

の

は

、

「

老

」

は

晏

嬰

の

家

臣

を

言

う

。

晏

嬰

が

士

服

を

着

て

い

る

の

を

見

た

の

で

、

そ

の

家

老

が

、

（

晏

嬰

の

）

着

て

い

る

も

の

に

つ

い

て

、

大

夫

の

喪

礼

に

合

わ

な

い

と

言

っ

た

の

だ

。

「

曰

く

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

と

言

う

の

は

、

晏

嬰

が

家

老

に

答

え

た

言

葉

で

、

も

し

卿

の

身

分

で

あ

れ

ば

、

大

夫

の

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

が

、

も

し

大

夫

の

身

分

で

あ

れ

ば

、

た

だ

士

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

だ

け

だ

、

と

言

っ

た

も

の

だ

。
「

此

れ

平

仲

の

謙

な

り

」

と

言

う

の

は

、

平

仲

（

晏

嬰

）

の

言

葉

は

礼

に

合

っ

て

お

ら

ず

、

（

晏

嬰

に

よ

る

）

謙

遜

の

言

葉

で

あ

る

こ

と

を

言

う

。

「

己

れ

大

夫

に

非

ず

、

故

に

父

の

為

に

士

服

を

服

す

る

の

み

な

る

を

言

ふ

」

と

言

う

の

は

、

も

し

自

分

が

卿

（

＝

上

大

夫

）

で

あ

れ

ば

、

父

の

喪

の

た

め

に

大

夫

の

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

（

が

、

自

分

は

卿

で

は

な

い

の

で

士

の

服

し

か

着

る

こ

と

が

で

き

な

い

）

、

そ

れ

で

「

非

」

（

「

上

大

夫

に

非

ず

」

）

と

言

っ

た

の

だ

。

こ

れ

よ

り

以

下

は

、

（

引

用

文

で

は

な

く

）

み

な

鄭

玄

が

解

釈

し

た

言

葉

で

あ

る

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

：

つ

づ

き

）

】

（

八

葉

裏

十

行

）

云

麤

衰

斬

者

其

縷

在

齊

斬

之

間

者

、

按

喪

服

初

章

斬

衰

、

次

章

疏

衰

、

疏

即

麤

也

。

今

言

麤

衰

斬

者

、

是

下

嚮

麤

、

上

嚮

兼

斬

有

麤

、

故

云

麤

衰

斬

者

、

其

縷

在

齊

斬

之

間

、

齊

即

麤

也

。

言

其

布

縷

在

齊

斬

之

間

。

斬

衰

三

升

、

麤

衰

四

升

、

其

布

在

三

升

四

升

之

間

、

故

云

縷

如

三

升

半

。

言

麤

如

三

升

半

、

而

計

縷

唯

三

升

、

故

云

縷

如

三

升

半

而

三

升

不

緝

也

。

但

縷

如

三

升

半

是

麤

衰

、

不

緝

是

斬

、

而

成

布

三

升

、

爲

父

之

服

也

。

云

斬

衰

以

三

升

爲

正

、

微

細

焉

、

則

屬

於

麤

也

者

、

解

晏

子

實

斬

衰

而

兼

言

麤

也

。

［

書

き

下

し

文

］

「

麤

衰

斬

す

と

は

、

其

の

縷

、

斉

斬

の

間

に

在

り

」

と

云

ふ

は

、

按

ず

る

に

喪

服

の

初

章

は

斬

衰

、

次

章

は

疏

衰

、

疏

は

即

ち

麤

な

り

①

。

今

「

麤

衰

斬

す

」

と

言

ふ

は

、

是

れ

下

は

麤

に

嚮

ひ

、

上

は

兼

ね

て

斬

し

て

麤

有

る

に

嚮

ふ

、

故

に

「

麤

衰

斬

す

と

は

、

其

の

縷

、

斉

斬

の

間

に

在

り

」

と

云

ふ

、

斉

は

即

ち

麤

な

り

。

其

の

布

の

縷

、

斉

斬

の

間

に

在

る

を

東洋古典學研究 第 52集 2021



67

言

ふ

。

斬

衰

は

三

升

、

麤

衰

は

四

升

②

、

其

の

布

は

三

升

四

升

の

間

に

在

り

、

故

に

「

縷

は

三

升

半

の

如

し

」

と

云

ふ

。

麤

な

る

こ

と

三

升

半

の

如

く

し

て

、

縷

を

計

れ

ば

唯

だ

三

升

の

み

な

る

を

言

ふ

、

故

に

「

縷

は

三

升

半

の

如

く

し

て

三

升

、

緝

せ

ず

」

と

云

ふ

な

り

。

但

だ

縷

の

三

升

半

の

如

き

は

、

是

れ

麤

衰

、

緝

せ

ざ

る

は

是

れ

斬

、

而

し

て

成

布

三

升

な

る

は

、

父

の

為

に

す

る

の

服

な

り

。

「

斬

衰

は

三

升

を

以

て

正

と

為

し

、

焉

よ

り

微

細

な

れ

ば

、

則

ち

麤

に

属

す

る

な

り

」

と

云

ふ

は

、

晏

子

実

に

斬

衰

に

し

て

兼

ね

て

麤

と

言

ふ

を

解

す

る

な

り

。

①

『

儀

礼

』

喪

服

（

斉

衰

三

年

）

30-1a

「

疏

衰

裳

齊

、

牡

麻

絰

、

冠

布

纓

、

削

杖

、

布

帶

、

疏

屨

、

三

年

者

。

」

注
1a4

「

疏

、

猶

麤

也

。

」

②

斬

衰

の

升

数

は

『

儀

礼

』

喪

服

伝

（

斬

衰

三

年

）

28-5b

に

「

衰

三

升

」

と

あ

り

、

そ

の

注

6a4

「

布

八

十

縷

爲

升

。

升

字

當

爲

登

。

登

、

成

也

。

今

之

禮

皆

以

登

爲

升

、

俗

誤

已

行

久

矣

」

で

は

、
「

縷

」
（

経

糸

の

数

）

八

〇

本

が

「

升

」

で

あ

る

と

説

明

す

る

。

喪

服

記

34-12a

に

は

「

衰

三

升

、

三

升

有

半

。

其

冠

六

升

、

以

其

冠

爲

受

。

受

冠

七

升

」

と

あ

る

が

、

鄭

注

12a5

は

「

衰

、

斬

衰

也

。

或

曰

三

升

半

者

、

義

服

也

」

と

三

升

半

を

臣

が

君

の

為

に

す

る

「

義

服

」

に

当

て

る

。

斉

衰

（

＝

疏

衰

）

の

升

数

は

上

の

記

の

つ

づ

き

12b

に

「

齊

衰

四

升

。

其

冠

七

升

、

以

其

冠

爲

受

、

受

冠

八

升

」

と

あ

り

、

ま

た

『

礼

記

』

間

伝

57-10b

に

「

斬

衰

三

升

、

齊

衰

四

升

五

升

六

升

、

…

斬

衰

三

升

、

既

虞

卒

哭

、

受

以

成

布

六

升

冠

七

升

。

爲

母

疏

衰

四

升

、

受

以

成

布

七

升

冠

八

升

、

去

麻

服

葛

、

葛

帶

三

重

」

と

あ

る

こ

と

か

ら

、

記

の

鄭

注

13b6

は

「

此

謂

爲

母

服

也

。

齊

衰

正

服

五

升

、

其

冠

八

升

。

義

服

六

升

、

其

冠

九

升

」

と

四

升

を

母

の

為

の

服

、

五

升

を

斉

衰

の

正

服

、

六

升

を

斉

衰

の

義

服

と

し

て

い

る

。

［

現

代

語

訳

］

「

麤

衰

斬

す

と

は

、

其

の

縷

、

斉

斬

の

間

に

在

り

」

と

言

う

の

は

、

思

う

に

（

『

儀

礼

』

）

喪

服

の

初

章

は

斬

衰

、

次

章

は

疏

衰

で

、

（

「

疏

衰

」

の

）

「

疏

」

は

「

麤

」

（

＝

粗

）

の

意

味

だ

。

今

「

麤

衰

斬

す

」

と

言

う

の

は

、
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下

は

麤

（

＝

疏

衰

に

）

向

い

、

上

は

斬

と

麤

と

を

兼

ね

る

（

斬

衰

）

に

向

い

（

そ

の

中

間

に

位

置

す

る

か

ら

）

、

そ

れ

で

「

麤

衰

斬

す

と

は

、

其

の

縷

、

斉

斬

の

間

に

在

り

」

と

言

う

の

だ

。

こ

の

「

斉

」

は

つ

ま

り

は

「

麤

」

の

こ

と

で

あ

り

、

そ

の

布

の

縷

（

い

と

す

じ

）

が

、

斉

衰

と

斬

衰

と

の

間

に

在

る

こ

と

を

言

う

の

だ

。

斬

衰

（

の

布

）

は

三

升

（

＝

二

四

〇

縷

）

、

麤

衰

（

の

布

）

は

四

升

（

＝

三

二

〇

縷

）

、

こ

こ

で

の

布

は

三

升

四

升

の

間

に

在

る

か

ら

、

「

縷

は

三

升

半

の

如

し

」

と

言

う

の

だ

。
（

こ

こ

で

「

如

し

」

と

言

う

の

は

、

そ

の

布

の

）

麤

（

粗

さ

）

は

三

升

半

の

（

布

の

）

よ

う

で

あ

る

が

、

そ

の

縷

を

数

え

れ

ば

三

升

（

＝

二

四

〇

縷

）

に

過

ぎ

な

い

こ

と

を

言

う

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

で

「

縷

は

三

升

半

の

如

く

し

て

三

升

、

緝

せ

ず

」

と

言

う

の

だ

。

縷

（

の

粗

さ

）

が

三

升

半

（

の

布

）

の

よ

う

で

あ

る

と

い

う

の

が

「

麤

衰

」

で

、

緝

（

縁

縫

い

）

を

し

な

い

の

が

「

斬

」

で

、

生

地

と

し

て

は

三

升

（

＝

二

四

〇

縷

）

で

、

こ

れ

は

父

の

喪

の

た

め

の

喪

服

で

あ

る

。

「

斬

衰

は

三

升

を

以

て

正

と

為

し

、

焉

よ

り

微

細

な

れ

ば

、

則

ち

麤

に

属

す

る

な

り

」

と

言

う

の

は

、

晏

子

（

が

着

て

い

る

の

）

が

実

質

的

に

斬

衰

服

で

あ

る

の

に

兼

ね

て

「

麤

」

と

言

う

こ

と

（

の

理

由

）

を

解

し

た

も

の

だ

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

：

つ

づ

き

）

】

（

九

葉

表

四

行

）

云

然

則

士

與

大

夫

、

爲

父

服

異

者

、

有

麤

衰

斬

枕

草

矣

者

、

鄭

既

約

①

左

傳

晏

嬰

之

事

、

始

明

大

夫

與

士

不

同

、

故

云

然

則

士

與

大

夫

爲

父

異

麤

衰

枕

草

矣

、

則

大

夫

以

上

、

斬

衰

枕

凷

、

士

則

疏

衰

枕

草

。

按

既

夕

禮

士

禮

、

而

云

枕

塊

者

、

記

者

廣

説

非

辭

也

。

云

其

爲

母

五

升

縷

而

四

升

、

爲

兄

弟

六

升

縷

而

五

升

半

者

、

鄭

既

約

士

之

父

服

、

縷

細

降

一

等

。

經

文

有

母

及

兄

弟

、

故

此

約

母

與

兄

弟

之

服

也

。

喪

服

爲

母

四

升

、

此

云

爲

母

五

升

縷

、

謂

麤

細

似

五

升

之

縷

、

成

布

四

升

。

喪

服

爲

兄

弟

五

升

、

此

云

爲

兄

弟

六

升

縷

、

謂

麤

細

如

六

升

之

縷

、

成

布

五

升

、

皆

謂

縷

細

成

布

升

數

少

也

。

云

唯

大

夫

以

上

乃

能

備

儀

盡

飾

者

、

大

夫

以

上

、

則

兼

天

子

諸

侯

。

德

高

能

備

儀

、

服

無

降

殺

、

是

盡

飾

。

①

底

本

は

「

約

」

下

に

「

〇

」

の

符

号

あ

り

。

八

行

本

に

従

い

削

る

。
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［

書

き

下

し

文

］

「

然

ら

ば

則

ち

士

と

大

夫

と

、

父

の

為

に

す

る

の

服

の

異

な

る

者

は

、

麤

衰

の

斬

せ

る

と

草

に

枕

す

る

と

有

り

」

と

云

ふ

は

、

鄭

既

に

左

伝

の

晏

嬰

の

事

を

約

し

、

始

め

て

大

夫

と

士

と

の

不

同

を

明

ら

か

に

す

、

故

に

「

然

ら

ば

則

ち

士

と

大

夫

と

、

父

の

為

に

す

る

の

異

な

る

は

、

麤

衰

・

枕

草

あ

り

」

と

云

ふ

、

則

ち

大

夫

以

上

は

、

斬

衰

し

凷

①

に

枕

し

、

士

は

則

ち

疏

衰

し

草

に

枕

す

。

按

ず

る

に

既

夕

礼

は

士

礼

に

し

て

、

「

塊

に

枕

す

」

と

云

ふ

は

、

記

者

の

広

説

に

し

て

辞

に

非

ず

②

。
「

其

の

母

の

為

に

は

五

升

の

縷

に

し

て

四

升

、

兄

弟

の

為

に

は

六

升

の

縷

に

し

て

五

升

半

」

と

云

ふ

は

、

鄭

既

に

士

の

父

服

を

約

し

て

、

縷

細

一

等

を

降

す

。

経

文

に

母

及

び

兄

弟

有

り

、

故

に

此

に

母

と

兄

弟

と

の

服

を

約

す

る

な

り

。

喪

服

、

母

の

為

に

四

升

、

此

に

「

母

の

為

に

は

五

升

の

縷

」

と

云

ふ

は

、

麤

細

五

升

の

縷

に

似

て

、

成

布

四

升

な

る

を

謂

ふ

。

喪

服

、

兄

弟

の

為

に

五

升

③

、

此

に

「

兄

弟

の

為

に

は

六

升

の

縷

」

と

云

ふ

は

、

麤

細

六

升

の

縷

の

如

く

に

し

て

、

成

布

五

升

な

る

を

謂

ふ

、

皆

な

縷

細

成

布

の

升

数

の

少

な

き

を

謂

ふ

。

「

唯

だ

大

夫

以

上

乃

ち

能

く

儀

を

備

へ

飾

り

を

尽

く

す

」

と

云

ふ

は

、

大

夫

以

上

は

、

則

ち

天

子

諸

侯

を

兼

ぬ

。

徳

高

く

し

て

能

く

儀

を

備

へ

、

服

に

降

殺

無

し

、

是

れ

「

飾

り

を

尽

く

す

」

な

り

。

①

『

説

文

』

土

部

13x20b

「

凷

、

墣

也

。

从

土

凵

、

凵

屈

象

形

。

塊

、

俗

凷

字

。

」

（

「

塊

、

俗

凷

字

」

は

段

注

本

が

『

爾

雅

』

釈

言

の

釈

文

（

上

中

-12b7

）

に

よ

り

補

っ

た

も

の

。

）

②

『

儀

礼

』

既

夕

記

41-4b

「

寢

苫

枕

塊

。

」

同

文

が

『

儀

礼

』

喪

服

伝

28-5b

に

も

見

え

る

（

喪

服

伝

の

『

釈

文

』

は

「

塊

本

又

作

凷

」

と

「

凷

」

に

作

る

テ

キ

ス

ト

の

存

在

を

指

摘

す

る

）

。

そ

の

疏

9b6

で

も

「

此

之

衰

三

升

枕

塊

據

大

夫

已

上

、

若

士

則

大

夫

適

子

爲

士

者

得

行

大

夫

禮

、

若

正

士

則

枕

草

、

衰

則

縷

三

升

半

成

布

三

升

、

雜

記

（

→

左

伝

）

所

云

齊

晏

平

仲

爲

其

父

麤

衰

斬

枕

草

、

是

也

。

但

平

仲

謙

爲

父

服

士

服

耳

」

も

、

こ

こ

と

同

じ

く

斬

衰

三

升

・

枕

塊

を

大

夫

以

上

の

礼

、

麤

衰

三

升

半

・

枕

草

を

士

の

礼

と

し

て

い

る

。

『

左

伝

』

の

杜

預

注

33-9a1

も
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「

此

禮

與

士

喪

禮

略

同

、

其

異

唯

枕

草

耳

。

然

枕

凷

、

亦

非

喪

服

正

文

」

と

士

喪

礼

（

既

夕

記

）

の

「

枕

凷

」

を

士

礼

で

な

い

と

し

、

そ

の

疏

9a4

も

「

喪

服

傳

文

及

士

喪

禮

記

皆

云

、

居

倚

廬

、

寢

苫

枕

凷

、

歠

粥

、

朝

一

溢

米

、

夕

一

溢

米

。

是

此

禮

與

士

喪

禮

畧

同

、

其

異

者

唯

彼

言

枕

凷

、

此

言

枕

草

耳

。

然

枕

凷

者

、

乃

是

禮

記

及

喪

服

傳

耳

、

亦

非

喪

服

正

文

。

杜

意

言

古

禮

未

必

無

枕

草

之

法

也

」

と

こ

こ

と

同

じ

理

解

を

示

し

て

い

る

。

な

お

、

『

礼

記

』

で

は

「

寢

苫

枕

塊

」

の

語

は

問

喪

56-15a

、

間

伝

57-10a

、

三

年

問

58-1a

（

『

荀

子

』

礼

論

は

「

席

薪

枕

塊

」

に

作

る

）

に

見

え

、

喪

大

記

45-9a
に

は

「

寢

苫

枕

凷

」

と

見

え

る

が

、

そ

の

疏
9b1

は

「

定

本

無

枕

凷

字

、

唯

有

寢

苫

二

字

」

と

指

摘

す

る

。

③

『

儀

礼

』

喪

服

に

よ

れ

ば

、

昆

弟

に

は

斉

衰

杖

期

30-11a

で

、

喪

服

篇

に

は

直

接

の

規

定

は

見

え

な

い

が

、

上

の

部

分

の

注

②

に

示

し

た

よ

う

に

鄭

玄

は

斉

衰

の

正

服

を

五

升

と

し

て

い

る

。

［

現

代

語

訳

］

「

然

ら

ば

則

ち

士

と

大

夫

と

、

父

の

為

に

す

る

の

服

の

異

な

る

者

は

、

麤

衰

の

斬

せ

る

と

草

に

枕

す

る

と

有

り

」

と

言

う

の

は

、

鄭

玄

は

（

以

上

で

）

す

で

に

左

伝

の

晏

嬰

の

記

事

を

概

説

し

た

の

で

、

そ

こ

で

始

め

て

大

夫

と

士

と

の

（

喪

服

の

）

不

同

を

明

ら

か

に

し

て

、

「

然

ら

ば

則

ち

士

と

大

夫

と

、

父

の

為

に

す

る

の

異

な

る

は

、

麤

衰

・

枕

草

あ

り

」

と

言

っ

た

の

だ

。

つ

ま

り

大

夫

以

上

は

、

斬

衰

を

着

て

凷

（

つ

ち

く

れ

）

に

枕

す

る

の

で

あ

り

、

士

は

疏

衰

を

着

て

草

に

枕

す

る

の

で

あ

る

。

思

う

に

（

『

儀

礼

』

）

既

夕

礼

は

士

礼

で

あ

る

の

に

、

（

そ

の

「

記

」

に

）

「

塊

に

枕

す

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

「

記

」

の

作

者

が

広

く

（

大

夫

以

上

の

礼

に

及

ん

で

）

説

い

た

の

で

あ

っ

て

礼

の

文

辞

と

し

て

正

し

く

な

い

。

「

其

の

母

の

為

に

は

五

升

の

縷

に

し

て

四

升

、

兄

弟

の

為

に

は

六

升

の

縷

に

し

て

五

升

半

」

と

言

う

の

は

、

鄭

玄

は

す

で

に

士

の

父

（

の

為

の

喪

）

服

を

概

説

し

て

、

縷

細

（

い

と

す

じ

の

細

か

さ

）

で

一

等

を

降

す

と

し

た

が

、

経

文

に

「

母

」

お

よ

び

「

兄

弟

」

と

あ

る

の

で

、

こ

こ

で

母

と

兄

弟

と

に

対

す

る

喪

服

に

つ

い

て

概

説

し

た

の

だ

。

（

『

儀

礼

』

）

喪
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服

篇

（

の

「

記

」

）

で

は

、

母

の

為

に

は

四

升

と

し

て

い

る

の

に

、

こ

こ

で

「

母

の

為

に

は

五

升

の

縷

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

（

父

の

場

合

と

同

じ

く

布

の

見

か

け

の

）

麤

細

（

あ

ら

さ

）

は

五

升

（

＝

四

〇

〇

本

）

の

縷

に

似

て

い

る

が

、

（

実

際

の

）

布

地

（

の

縷

数

）

は

四

升

（

＝

三

二

〇

縷

）

で

あ

る

こ

と

を

言

っ

た

も

の

だ

。

喪

服

篇

で

は

、

兄

弟

の

為

に

は

五

升

と

し

て

い

る

の

に

、

こ

こ

で

「

兄

弟

の

為

に

は

六

升

の

縷

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

（

そ

の

布

の

見

か

け

の

）

麤

細

（

あ

ら

さ

）

は

六

升

（

＝

四

八

〇

本

）

の

縷

の

よ

う

で

あ

る

が

、

（

実

際

の

）

布

地

（

の

縷

数

）

は

五

升

（

＝

四

〇

〇

縷

）

で

あ

る

こ

と

を

言

っ

た

も

の

で

、

い

ず

れ

も

布

地

の

粗

さ

を

決

め

る

升

数

が

少

な

い

こ

と

を

言

う

の

だ

。

「

唯

だ

大

夫

以

上

乃

ち

能

く

儀

を

備

へ

飾

り

を

尽

く

す

」

と

言

う

の

は

、

（

こ

こ

で

）

「

大

夫

以

上

」

（

と

言

う

の

）

は

、

天

子

諸

侯

を

兼

ね

て

言

う

。

徳

が

高

く

て

（

礼

の

）

儀

節

を

完

備

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

、

喪

服

の

等

級

を

下

げ

る

こ

と

が

な

い

。

こ

れ

が

「

（

喪

礼

の

）

飾

り

を

尽

く

す

」

と

い

う

こ

と

だ

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

：

つ

づ

き

）

】

（

九

葉

表

九

行

）

云

士

以

下

則

以

臣

服

君

之

斬

衰

爲

其

父

、

以

臣

從

君

而

服

之

齊

衰

爲

其

母

與

兄

弟

者

、

以

喪

服

義

服

、

皆

降

正

服

一

等

、

今

爲

父

母

兄

弟

、

降

從

義

服

、

是

卑

屈

也

。

云

以

臣

從

君

而

服

之

齊

衰

爲

其

母

與

兄

弟

者

、

按

喪

服

臣

從

君

義

服

齊

衰

六

升

、

今

士

爲

兄

弟

、

縷

如

六

升

、

成

布

五

升

、

得

與

臣

爲

君

義

服

齊

衰

同

。

其

士

爲

母

父

卒

、

縷

如

五

升

、

成

布

四

升

、

與

臣

爲

君

義

服

齊

衰

全

異

、

而

云

爲

其

母

與

臣

爲

君

義

服

齊

衰

同

者

、

前

注

所

云

、

因

麤

衰

降

斬

衰

一

等

、

即

連

言

父

卒

爲

母

、

云

縷

如

五

升

、

成

布

四

升

、

據

父

卒

爲

母

言

之

也

。

此

注

以

士

爲

兄

弟

、

與

臣

爲

君

義

服

齊

衰

同

、

則

父

在

爲

母

、

與

兄

弟

服

亦

同

、

縷

如

六

升

、

而

成

布

五

升

、

據

父

在

爲

母

言

之

、

爲

此

前

後

注

異

。

云

亦

以

勉

人

爲

高

行

也

者

、

居

喪

之

禮

、

以

服

重

爲

申

、

以

服

輕

爲

屈

。

今

大

夫

爲

父

母

兄

弟

之

未

爲

大

夫

者

服

士

服

、

是

勉

勵

其

父

母

兄

弟

、

使

爲

高

行

、

作

大

夫

之

禮

。

士

爲

其

父

母

兄

弟

之

爲

大

夫

者

服

士

服

、

亦

是

勉

勵

士

身

、

使

爲

高

行

、

作

大

夫

也

。

云

大

功

以

下

大

夫

士

服

同

者

、

礼記注疏訳注稿（十四）―雑記上第二十（二）―（末永）
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以

經

唯

云

父

母

兄

弟

士

與

大

夫

之

異

、

不

云

大

功

以

下

有

殊

、

是

大

功

以

下

、

與

大

夫

同

。

所

以

然

者

、

以

重

服

情

深

、

故

使

士

有

抑

屈

、

使

之

勉

勵

。

大

功

以

下

、

輕

服

情

殺

、

故

上

下

俱

申

也

。

［

書

き

下

し

文

］

「

士

以

下

は

則

ち

臣

、

君

に

服

す

る

の

斬

衰

を

以

て

其

の

父

の

為

に

し

、

臣

、

君

に

従

ひ

て

服

す

る

の

斉

衰

を

以

て

其

の

母

と

兄

弟

と

の

為

に

す

」

と

云

ふ

は

、

以

（

お

も

）

へ

ら

く

喪

服

の

義

服

、

皆

な

正

服

に

降

る

こ

と

一

等

、

今

、

父

母

兄

弟

の

為

に

、

降

し

て

義

服

に

従

ふ

、

是

れ

卑

も

て

屈

す

る

な

り

。
「

臣

、

君

に

従

ひ

て

服

す

る

の

斉

衰

を

以

て

其

の

母

と

兄

弟

と

の

為

に

す

」

と

云

ふ

は

、

按

ず

る

に

喪

服

、

臣

、

君

に

従

ふ

の

義

服

は

斉

衰

六

升

①

、

今

士

、

兄

弟

の

為

に

、

縷

は

六

升

の

如

く

に

し

て

、

成

布

五

升

な

る

は

、

臣

、

君

の

為

に

義

服

す

る

の

斉

衰

と

同

じ

き

を

得

た

り

。

其

の

士

、

母

の

為

に

す

る

に

、

父

卒

す

れ

ば

、

縷

は

五

升

の

如

く

に

し

て

、

成

布

四

升

な

る

は

②

、

臣

、

君

の

為

に

義

服

す

る

の

斉

衰

と

全

く

異

な

る

に

、

而

し

て

其

の

母

の

為

に

す

る

は

臣

の

君

の

為

に

義

服

す

る

の

斉

衰

と

同

じ

と

云

ふ

は

、

前

注

の

云

ふ

所

、

麤

衰

の

斬

衰

に

降

る

こ

と

一

等

な

る

に

因

り

て

、

即

ち

父

卒

し

て

母

の

為

に

す

る

を

連

言

し

て

、

縷

は

五

升

の

如

く

に

し

て

、

成

布

四

升

な

り

と

云

ふ

は

、

父

卒

し

て

母

の

為

に

す

る

に

拠

り

て

之

を

言

ふ

な

り

。

此

の

注

、

士

の

兄

弟

の

為

に

す

る

と

、

臣

の

君

の

為

に

義

服

す

る

の

斉

衰

と

同

じ

け

れ

ば

、

則

ち

父

在

り

て

母

の

為

に

す

る

も

、

兄

弟

の

服

と

亦

た

同

じ

く

、

縷

は

六

升

の

如

く

に

し

て

、

成

布

五

升

な

る

を

以

て

、

父

在

り

て

母

の

為

に

す

る

に

拠

り

て

之

を

言

ふ

、

此

れ

が

為

に

前

後

の

注

異

な

れ

り

。

「

亦

た

以

て

人

に

勉

め

て

高

行

を

為

さ

し

む

」

と

云

ふ

は

、

居

喪

の

礼

、

服

重

き

を

以

て

申

と

為

し

、

服

軽

き

を

以

て

屈

と

為

す

。

今

大

夫

、

父

母

兄

弟

の

未

だ

大

夫

た

ら

ざ

る

者

の

為

に

士

服

を

服

す

る

は

、

是

れ

其

の

父

母

兄

弟

を

勉

励

し

て

、

高

行

を

為

し

て

、

大

夫

と

作

（

な

）

ら

し

む

る

の

礼

な

り

。

士

の

其

の

父

母

兄

弟

の

大

夫

た

る

者

の

為

に

士

服

を

服

す

る

も

、

亦

た

是

れ

士

の

身

を

勉

励

し

て

、

高

行

を

為

し

、

大

夫

と

作

さ

し

む

る

な

り

。

「

大

功

以

下

、

大

夫

士

の

服

同

じ

」

と

云

ふ

は

、

以

（

お

も

）

へ

ら

く
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経

唯

だ

父

母

兄

弟

の

、

士

と

大

夫

と

の

異

を

云

ひ

て

、

大

功

以

下

の

殊

有

る

を

云

は

ざ

る

は

、

是

れ

大

功

以

下

、

大

夫

と

同

じ

き

な

り

。

然

る

所

以

の

者

は

、

重

服

の

情

深

き

を

以

て

、

故

に

士

を

し

て

抑

屈

有

ら

し

め

、

之

を

し

て

勉

励

せ

し

む

。

大

功

以

下

は

、

軽

服

に

し

て

情

殺

ぐ

、

故

に

上

下

俱

に

申

ぶ

る

な

り

。

①

『

儀

礼

』

喪

服

（

斉

衰

不

杖

期

）

31-3a

に

「

爲

君

之

父

母

・

妻

・

長

子

・

祖

父

母

。

傳

曰

、

何

以

期

也

。

從

服

也

。

父

母

長

子

、

君

服

斬

。

妻

則

小

君

也

。

父

卒

、

然

後

爲

祖

後

者

服

斬

」

と

あ

る

。

こ

の

「

義

服

」

を

「

六

升

」

と

す

る

の

は

、

上

の

注

に

引

い

た

喪

服

記

鄭

注

34-12b6

に

よ

る

。

②

以

下

で

は

、

『

儀

礼

』

喪

服

で

「

父

卒

則

爲

母

」

（

30-2a

）

を

斉

衰

三

年

と

し

、

「

父

在

爲

母

」

（

30-6a

）

を

斉

衰

杖

期

と

し

て

、

父

の

在

・

否

に

よ

っ

て

母

の

為

に

す

る

喪

に

等

差

が

あ

る

こ

と

を

根

拠

に

議

論

が

行

わ

れ

て

い

る

。

［

現

代

語

訳

］

「

士

以

下

は

則

ち

臣

、

君

に

服

す

る

の

斬

衰

を

以

て

其

の

父

の

為

に

し

、

臣

、

君

に

従

ひ

て

服

す

る

の

斉

衰

を

以

て

其

の

母

と

兄

弟

と

の

為

に

す

」

と

言

う

の

は

、

喪

服

の

義

服

は

、

み

な

正

服

よ

り

一

等

を

降

す

の

で

あ

る

が

、

今

こ

こ

で

は

父

母

兄

弟

の

為

に

、
（

一

等

を

）

降

し

て

義

服

に

し

た

が

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

（

士

の

）

身

分

が

卑

い

の

で

屈

し

た

も

の

だ

。

「

臣

、

君

に

従

ひ

て

服

す

る

の

斉

衰

を

以

て

其

の

母

と

兄

弟

と

の

為

に

す

」

と

言

う

の

は

、

思

う

に

（

『

儀

礼

』

）

喪

服

篇

で

は

、

臣

が

君

に

従

っ

て

（

君

の

父

母

等

の

）

喪

に

服

す

る

際

の

義

服

は

斉

衰

六

升

で

、

今

こ

こ

で

は

士

が

兄

弟

の

為

に

、

（

見

か

け

の

）

縷

数

が

六

升

の

（

布

地

の

）

よ

う

で

あ

っ

て

、

実

際

の

布

地

（

の

縷

数

）

は

五

升

で

あ

る

と

い

う

の

は

、

臣

が

君

の

為

に

義

服

す

る

際

の

斉

衰

と

同

じ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

の

士

が

母

の

為

に

（

喪

に

服

）

す

る

の

に

、

父

が

亡

く

な

っ

て

い

れ

ば

、

縷

数

が

五

升

の

（

布

地

の

）

よ

う

で

あ

っ

て

、

実

際

の

布

地

（

の

縷

数

）

は

四

升

で

あ

る

と

い

う

の

は

、

臣

が

君

の

為

に

義

服

す

る

際

の

斉

衰

と

は

全

く

異

な

っ

て

い

る

の

に

、

「

其

の

母

の

為

に

す

る

は

臣

の

君

の

為

に

義

服

す

る

の

斉

衰

と

同

じ

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

注

の

手

前

で

言

っ

て

い

る

礼記注疏訳注稿（十四）―雑記上第二十（二）―（末永）



74

東洋古典學研究 第 52集 2021

の

は

、

麤

衰

が

斬

衰

に

降

る

こ

と

一

等

で

あ

る

の

に

因

っ

て

、

父

の

没

後

に

母

の

為

に

す

る

（

喪

服

）

を

た

だ

ち

に

連

言

し

て

い

る

の

で

あ

り

、

（

そ

こ

で

）

「

縷

は

五

升

の

如

く

し

て

、

成

布

四

升

な

り

」

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

父

の

没

後

に

母

の

為

に

す

る

（

喪

服

）

に

拠

っ

て

こ

れ

を

言

っ

た

も

の

だ

。

注

の

こ

の

部

分

で

は

、

士

が

兄

弟

の

為

に

す

る

喪

服

と

、

臣

が

君

の

（

父

母

等

の

）

為

に

義

服

す

る

斉

衰

が

同

じ

で

あ

り

、

父

の

存

命

時

に

母

の

為

に

す

る

喪

服

も

、

兄

弟

の

（

為

に

す

る

）

喪

服

と

同

じ

く

、

（

見

か

け

の

）

縷

数

は

六

升

の

（

布

地

の

）

よ

う

で

あ

っ

て

、

実

際

の

布

地

（

の

縷

数

）

は

五

升

で

あ

る

の

で

、
（

こ

れ

は

）

父

の

存

命

時

に

母

の

為

に

す

る

喪

服

に

拠

っ

て

こ

れ

を

言

っ

た

も

の

だ

。

そ

れ

ゆ

え

に

注

の

前

後

で

異

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

「

亦

た

以

て

人

に

勉

め

て

高

行

を

為

さ

し

む

」

と

言

う

の

は

、

居

喪

の

礼

に

お

い

て

は

、

服

が

重

い

の

を

「

申

」

（

＝

伸

：

十

分

に

行

わ

せ

る

）

と

し

、

服

が

軽

い

を

「

屈

」

（

押

さ

え

て

十

分

に

行

わ

せ

な

い

）

と

す

る

。

今

こ

こ

で

大

夫

が

父

母

兄

弟

の

ま

だ

大

夫

と

な

っ

て

い

な

い

も

の

の

為

に

士

服

を

身

に

付

け

る

の

は

、

そ

の

父

母

兄

弟

を

勉

励

し

て

、

（

徳

の

）

高

い

行

い

行

わ

せ

て

、

大

夫

と

な

る

の

を

う

な

が

す

礼

な

の

だ

。

士

が

そ

の

父

母

兄

弟

の

大

夫

で

あ

る

者

の

為

に

士

服

を

身

に

付

け

る

の

も

、

そ

の

士

の

身

を

勉

励

し

て

、

（

徳

の

）

高

い

行

い

を

行

わ

せ

て

、

大

夫

と

な

る

の

を

う

な

が

す

も

の

だ

。
「

大

功

以

下

、

大

夫

士

の

服

同

じ

」

と

言

う

の

は

、

経

文

で

た

だ

父

母

兄

弟

（

の

期

以

上

の

喪

）

に

つ

い

て

士

と

大

夫

と

の

違

い

を

言

う

だ

け

で

、

大

功

以

下

に

違

い

が

あ

る

の

を

言

わ

な

い

の

は

、

大

功

以

下

は

、

（

士

も

）

大

夫

と

同

じ

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

理

由

は

、

重

い

喪

服

は

（

死

者

へ

の

）

情

が

深

い

の

で

、

そ

れ

で

士

に

対

し

て

は

押

さ

え

つ

け

て

、
（

大

夫

に

な

る

よ

う

に

）

勉

励

し

た

も

の

だ

。

大

功

以

下

は

、

軽

服

な

の

で

（

死

者

へ

の

）

情

が

浅

く

、

そ

れ

で

上

下

（

の

身

分

）

が

と

も

本

来

の

喪

に

服

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

だ

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

：

つ

づ

き

）

】

（

九

葉

裏

七

行

）

按

聖

證

論

王

肅

云

、

喪

禮

自

天

子

以

下

無

等

、

故

曾

子

云

、

哭

泣

之

哀

、

齊

斬

之

情

、

饘

粥
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之

食

、

自

天

子

達

。

且

大

國

之

卿

、

與

天

子

上

士

、

俱

三

命

、

故

曰

一

也

。

晉

士

起

大

國

上

卿

、

當

天

子

之

士

也

。

平

仲

之

言

、

唯

卿

爲

大

夫

、

謂

諸

侯

之

卿

、

當

天

子

之

大

夫

、

非

謙

辭

也

。

春

秋

之

時

、

尊

者

尚

輕

簡

、

喪

服

禮

制

遂

壞

、

羣

卿

專

政

、

晏

子

惡

之

、

故

服

麤

衰

枕

草

。

於

當

時

爲

重

、

是

以

平

仲

云

、

唯

卿

爲

大

夫

、

遜

辭

以

辟

害

也

。

又

孟

子

云

、

諸

侯

之

禮

、

三

年

之

喪

、

齊

疏

之

服

、

飦

粥

之

食

、

自

天

子

達

於

庶

人

、

三

代

共

之

。

又

此

記

云

、

端

衰

喪

車

、

皆

無

等

。

又

家

語

云

、

孔

子

曰

、

平

仲

可

爲

能

遠

於

害

矣

。

不

以

己

之

是

駮

人

之

非

、

遜

辭

以

辟

咎

也

。

王

肅

謂

、

大

夫

與

士

異

者

、

大

夫

以

上

、

在

喪

斂

時

、

弁

絰

。

士

冠

素

委

貌

。

［

書

き

下

し

文

］

按

ず

る

に

『

聖

証

論

』

王

肅

云

ふ

、
「

喪

礼

、

天

子

自

り

以

下

等

無

し

、

故

に

曾

子

云

ふ

①

、

「

哭

泣

の

哀

、

斉

斬

の

情

、

饘

粥

の

食

、

天

子

自

り

達

す

」

と

。

且

つ

大

国

の

卿

と

、

天

子

の

上

士

と

、

俱

に

三

命

②

、

故

に

曰

く

一

な

り

。

晋

士

起

は

大

国

の

上

卿

に

し

て

、

天

子

の

士

に

当

た

る

③

。

平

仲

の

言

、

「

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

は

、

諸

侯

の

卿

、

天

子

の

大

夫

に

当

た

る

を

謂

ふ

、

謙

辞

に

非

ざ

る

な

り

。

春

秋

の

時

、

尊

者

軽

簡

を

尚

び

、

喪

服

の

礼

制

遂

に

壊

（

つ

い

）

ゆ

、

群

卿

政

を

専

ら

に

し

、

晏

子

之

を

悪

む

、

故

に

麤

衰

を

服

し

て

草

に

枕

す

。

当

時

に

於

て

は

重

と

為

す

、

是

を

以

て

平

仲

云

ふ

、

「

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

と

、

遜

辞

以

て

害

を

辟

く

る

な

り

④

。

又

た

『

孟

子

』

に

云

ふ

、

「

諸

侯

の

礼

、

三

年

の

喪

、

斉

疏

の

服

、

飦

粥

の

食

、

天

子

自

り

庶

人

に

達

し

、

三

代

之

を

共

に

す

」

と

⑤

。

又

た

此

の

記

に

云

ふ

、

「

端

衰

喪

車

、

皆

な

等

無

し

」

と

⑥

。

又

た

『

家

語

』

に

云

ふ

、

「

孔

子

曰

く

、

平

仲

能

く

害

を

遠

ざ

く

と

為

す

べ

し

。

己

の

是

を

以

て

人

の

非

を

駮

せ

ず

、

遜

辞

以

て

咎

を

辟

く

る

な

り

」

と

⑦

」

と

。

王

肅

謂

ふ

、

大

夫

と

士

と

異

な

る

者

は

、

大

夫

以

上

、

喪

斂

に

在

る

時

、

弁

絰

し

⑧

、

士

は

素

の

委

貌

を

冠

す

と

⑨

。

①

『

礼

記

』

檀

弓

上

6-13b

「

穆

公

之

母

卒

。

使

人

問

於

曾

子

曰

、

如

之

何

。

（

注

13b4

：

曾

子

、

曾

參

之

子

、

名

申

。

）

對

曰

、

申

也

聞

諸

申

之

父

、

曰

、

哭

泣

之

哀

、

齊

斬

之

情

、

饘

粥

之

食

、

自

天

子

達

。
（

注

13b6

：

喪

父

母

、

尊

卑

同

。

）

」

参

照

。
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喪

礼

に

つ

い

て

「

天

子

よ

り

（

庶

人

に

）

達

す

」

と

す

る

文

言

は

多

く

、

下

文

で

引

か

れ

る

『

孟

子

』

以

外

に

も

『

礼

記

』

王

制
12-10b

「

三

年

之

喪

、

自

天

子

達

下

。

」

同

12-11a

「

自

天

子

達

於

庶

人

、

喪

從

死

者

、

祭

從

生

者

、

支

子

不

祭

。

」

喪

服

小

記

33-2a
「

復

與

書

銘

、

自

天

子

達

於

士

、

其

辭

一

也

。

」

中

庸

52-14b

「

武

王

末

受

命

、

周

公

成

文

武

之

德

、

追

王

大

王

王

季

、

上

祀

先

公

、

以

天

子

之

禮

。

斯

禮

也

、

達

乎

諸

侯

大

夫

及

士

庶

人

。

父

爲

大

夫

、

子

爲

士

、

葬

以

大

夫

、

祭

以

士

。

父

爲

士

、

子

爲

大

夫

、

葬

以

士

、

祭

以

大

夫

。

期

之

喪

達

乎

大

夫

、

三

年

之

喪

達

乎

天

子

、

父

母

之

喪

、

無

貴

賤

一

也

。

」

『

論

語

』

陽

貨

17-9a

「

夫

三

年

之

喪

、

天

下

之

通

喪

也

。

（

注

9a4

：

孔

曰

、

自

天

子

達

於

庶

人

。

）

」
『

孟

子

』

公

孫

丑

下

4x1a
「

曰

古

者

棺

椁

無

度

、

中

古

棺

七

寸

、

椁

稱

之

、

自

天

子

達

於

庶

人

、

非

直

爲

觀

美

也

、

然

後

盡

於

人

心

」

な

ど

を

指

摘

で

き

る

。

②

両

者

の

「

命

数

」

に

つ

い

て

は

、

『

周

礼

』

春

官

・

典

命

21-2b

「

王

之

三

公

八

命

、

其

卿

六

命

、

其

大

夫

四

命

。

（

注

3a

：

王

之

上

士

三

命

、

中

士

再

命

、

下

士

一

命

。

）

…

4a

公

之

孤

四

命

、

以

皮

帛

眡

小

國

之

君

。

其

卿

三

命

、

其

大

夫

再

命

、

其

士

一

命

。

其

宮

室

車

旗

衣

服

禮

儀

、

各

眡

其

命

之

數

。

侯

伯

之

卿

大

夫

士

亦

如

之

。

子

男

之

卿

再

命

、

其

大

夫

一

命

、

其

士

不

命

」

お

よ

び

、
『

礼

記

』

王

制

11-25a

「

大

國

之

卿

、

不

過

三

命

、

下

卿

再

命

。

小

國

之

卿

與

下

大

夫

一

命

」

参

照

。

③

「

晉

士

起

」

は

『

春

秋

左

氏

伝

』

襄

公

二

十

六

年

伝

37-18b

「

晉

韓

宣

子

聘

于

周

。

王

使

請

事

。

對

曰

、

晉

士

起

將

歸

、

時

事

於

宰

旅

、

無

他

事

矣

。

」

注

18b10

「

起

、

宣

子

名

。

禮

、

諸

侯

大

夫

入

天

子

國

稱

士

」

に

見

え

る

。

杜

注

に

言

う

「

礼

」

は

『

礼

記

』

曲

礼

下

5-12a

「

列

國

之

大

夫

、

入

天

子

之

國

、

曰

某

士

」

で

あ

り

、

そ

の

鄭

注

12a6

で

は

「

亦

謂

諸

侯

之

卿

也

。

三

命

以

下

、

於

天

子

爲

士

。

曰

某

士

者

、

如

晉

韓

起

聘

於

周

、

擯

者

曰

晉

士

起

」

と

「

晉

士

起

」

が

例

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

④

下

文

に

引

く

『

家

語

』

参

照

。

鄭

玄
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が

晏

嬰

の

行

っ

た

礼

を

士

礼

と

見

て

い

る

の

に

対

し

、

王

肅

は

大

夫

礼

（

＝

士

礼

）

と

見

て

い

る

。

⑤

『

孟

子

』

滕

文

公

上

5s3b

「

孟

子

曰

、

不

亦

善

乎

、

親

喪

固

所

自

盡

也

。

曾

子

曰

、

生

事

之

以

禮

、

死

葬

之

以

禮

、

祭

之

以

禮

、

可

謂

孝

矣

。

諸

侯

之

禮

、

吾

未

之

學

也

。

雖

然

、

吾

甞

聞

之

矣

。

三

年

之

喪

、

齋

疏

之

服

、

飦

粥

之

食

、

自

天

子

達

於

庶

人

、

三

代

共

之

。

」

⑥

『

礼

記

』

雑

記

上
41-8a

「

端

衰

喪

車

、

皆

無

等

。

」

注

8b1
「

喪

車

、

惡

車

也

。

喪

者

衣

衰

、

及

所

乘

之

車

、

貴

賤

同

、

孝

子

於

親

一

也

。

衣

衰

言

端

者

、

玄

端

吉

時

常

服

、

喪

之

衣

衰

當

如

之

。

」

⑦

『

孔

子

家

語

』

曲

礼

子

夏

問

「

齊

晏

桓

子

卒

。

平

仲

麤

衰

斬

、

苴

絰

帶

、

杖

、

以

菅

屨

、

食

粥

、

居

傍

廬

、

寢

苫

枕

草

。

其

老

曰

、

非

大

夫

喪

父

之

禮

也

。

晏

子

曰

、

唯

卿

大

夫

。

曾

子

以

問

孔

子

。

孔

子

曰

、

晏

平

仲

可

謂

能

遠

害

矣

。

不

以

己

之

是

駮

人

之

非

、

愻

辭

以

避

咎

、

義

也

夫

。

」

王

肅

注

「

記

者

乃

舉

人

避

害

之

愻

以

辭

、

而

謂

大

夫

士

喪

父

母

有

異

、

亦

怪

也

。

」

注

の

「

以

」

字

は

衍

字

か

。

こ

の

注

で

は

身

分

に

よ

る

違

い

を

暗

に

認

め

て

し

ま

う

も

の

と

し

て

晏

嬰

の

言

葉

を

見

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

⑧

『

礼

記

』

喪

大

記

45-5b

に

「

君

將

大

斂

、

子

弁

絰

、

即

位

于

序

端

」

と

あ

り

、

そ

の

鄭

注

5b9

は

「

子

弁

絰

者

、

未

成

服

、

弁

如

爵

弁

而

素

。

大

夫

之

喪

、

子

亦

弁

絰

。

」

と

大

夫

の

子

も

大

斂

時

に

「

弁

絰

」

す

る

と

し

て

い

る

。

「

弁

絰

」

の

制

に

つ

い

て

は

弔

服

の

そ

れ

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

『

周

礼

』

春

官

・

司

服

「

凡

弔

事

、

弁

絰

服

」

注

21-10b1

に

「

弁

絰

者

、

如

爵

弁

而

素

、

加

環

絰

。

…

絰

大

如

緦

之

絰

」

と

あ

り

、

同

・

夏

官

・

弁

師

「

王

之

弁

絰

、

弁

而

加

環

絰

」

注

32-3b1

に

も

「

弁

絰

、

王

弔

所

服

也

。

其

弁

如

爵

弁

而

素

、

所

謂

素

冠

也

。

而

加

環

絰

、

環

絰

者

、

大

如

緦

之

麻

絰

、

纏

而

不

糾

」

と

ほ

ぼ

同

じ

説

明

が

見

え

る

。

⑨

「

委

貌

」

の

語

は

『

儀

礼

』

士

冠

礼

（

記

冠

義

）

3-12a

に

「

委

貌

、

周

道

也

。

章

甫

、

殷

道

也

。

毋

追

、

夏

后

氏

之

道

也

」

と

見

え

、

こ

れ

と

同

文

が

『

礼

記

』
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郊

特

牲

26-15b

に

見

え

て

い

る

。

郊

特

牲

注

15b4

で

は

「

常

所

服

以

行

道

之

冠

也

。

或

謂

委

貌

爲

玄

冠

也

」

と

言

い

、

そ

の

疏
17b6

「

此

云

委

貌

、

而

儀

禮

記

稱

玄

冠

、

故

云

或

謂

委

貌

爲

玄

冠

」

に

従

え

ば

『

儀

礼

』

士

冠

礼

の

経

1-4a/2-15a

や

特

牲

饋

食

礼

の

記

46-10a

に

見

え

る

「

玄

冠

」

に

同

じ

か

。

そ

の

「

素

」

（

し

ろ

）

な

る

も

の

が

「

素

委

貌

」

。

小

斂

後

に

士

が

「

素

委

貌

」

を

付

け

る

こ

と

は

経

文

に

は

見

え

な

い

。

『

礼

記

』

雑

記

上

41-14b

「

小

斂

環

絰

、

公

大

夫

士

一

也

」

の

鄭

注

14b3

に

「

環

絰

者

一

股

、

所

謂

纏

絰

也

。

士

素

委

貌

、

大

夫

以

上

素

爵

弁

、

而

加

此

絰

焉

散

帶

」

と

あ

り

（

大

夫

の

「

素

爵

弁

」

は

上

の

司

服

注

の

「

如

爵

弁

而

素

」

に

同

じ

）

、

『

礼

記

』

喪

服

小

記

疏

32-3a1
～

で

変

除

に

関

す

る

崔

霊

恩

説

を

引

く

部

分

で

は

「

3a9

至

小

斂

投

冠

括

髮

之

後

、

大

夫

加

素

弁

、

士

加

素

委

貌

、

故

喪

大

記

云

、

君

大

夫

之

喪

、

子

弁

絰

。

又

（

戴

德

）

喪

服

變

除

云

、

小

斂

之

後

、

大

夫

以

上

冠

素

弁

、

士

則

素

委

貌

、

其

素

弁

素

冠

、

皆

加

環

絰

、

故

雜

記

云

、

小

斂

環

絰

、

君

大

夫

士

一

也

。

鄭

注

云

、

大

夫

以

上

素

爵

弁

、

士

素

委

貌

、

是

也

」

と

説

明

さ

れ

て

い

る

。

［

現

代

語

訳

］

思

う

に

『

聖

証

論

』

で

王

肅

は

次

の

よ

う

に

言

っ

て

い

る

。

「

喪

礼

は

、

天

子

よ

り

以

下

等

差

が

無

い

の

だ

。

だ

か

ら

曾

子

も

、

「

哭

泣

の

哀

し

み

、

斉

斬

の

（

喪

服

で

あ

ら

わ

さ

れ

る

）

情

、

饘

粥

（

か

ゆ

）

の

食

事

は

、

天

子

よ

り

（

庶

人

に

）

達

す

る

（

ま

で

同

一

で

あ

る

）

」

と

言

っ

て

い

る

。

か

つ

大

国

の

卿

と

、

天

子

の

上

士

と

は

、

と

も

に

三

命

の

身

分

で

あ

り

、

そ

れ

で

同

一

で

あ

る

と

い

う

の

だ

。

（

た

と

え

ば

『

左

伝

』

に

見

え

る

）

「

晋

士

起

」

（

す

な

わ

ち

晋

の

韓

起

）

は

大

国

の

上

卿

で

、

天

子

の

士

に

当

た

る

（

か

ら

天

子

に

対

し

て

は

「

士

（

の

起

）

」

と

称

し

て

い

る

の

だ

）

。

晏

嬰

の

「

唯

だ

卿

の

み

大

夫

と

為

す

」

と

い

う

言

葉

は

、

諸

侯

の

卿

が

天

子

の

大

夫

に

当

た

る

こ

と

を

言

っ

た

も

の

で

、

（

鄭

玄

の

言

う

よ

う

な

、

大

夫

で

あ

り

な

が

ら

自

ら

を

大

夫

と

見

な

さ

な

か

っ

た

と

い

う

意

味

で

の

）

謙

遜

の

語

で

は

な

い

。

春

秋

の

時

代

に

は

、

位

の

高

い

者

は

簡

略

を

よ

し

と
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し

て

、

喪

服

の

礼

制

も

崩

れ

去

り

、

（

大

臣

た

る

）

群

卿

が

国

の

政

治

を

専

横

し

て

い

て

、

晏

子

は

こ

の

状

態

を

憎

ん

で

い

た

。

そ

れ

で

（

そ

の

父

の

喪

に

際

し

て

）

麤

衰

を

身

に

付

け

て

草

を

枕

と

し

た

の

だ

。

（

こ

れ

は

大

夫

と

し

て

正

し

い

喪

礼

で

あ

っ

た

が

）

当

時

に

お

い

て

は

重

い

喪

と

見

な

さ

れ

た

。

そ

こ

で

晏

嬰

は

「

（

諸

侯

の

臣

下

で

は

）

卿

の

も

の

だ

け

が

（

天

子

の

）

大

夫

に

当

た

る

の

で

す

」

と

言

っ

て

、

辞

を

低

く

し

て

（

「

大

夫

の

礼

で

は

な

い

」

と

言

っ

た

家

老

の

言

葉

を

受

け

流

す

形

で

）

非

難

を

避

け

た

の

だ

。

ま

た

『

孟

子

』

も

「

（

父

母

に

対

す

る

）

諸

侯

の

喪

礼

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

三

年

の

喪

の

期

間

、

斉

疏

の

喪

服

、

飦

粥

の

食

事

に

つ

い

て

は

、

天

子

か

ら

庶

人

に

達

す

る

ま

で

（

同

一

で

）

、

三

代

（

の

礼

）

に

お

い

て

共

通

し

て

い

る

」

と

言

っ

て

い

る

。

ま

た

こ

の

雑

記

篇

で

も

「

喪

の

服

装

、

喪

の

車

に

つ

い

て

は

、

い

ず

れ

も

（

身

分

に

よ

る

）

等

差

が

な

い

」

と

言

っ

て

い

る

。

ま

た

『

家

語

』

も

「

孔

子

は

言

わ

れ

た

、

晏

嬰

は

害

を

遠

ざ

け

る

こ

と

の

で

き

る

人

物

と

言

え

る

。

自

分

の

正

し

さ

に

よ

っ

て

他

人

の

過

ち

を

論

駁

せ

ず

、

言

葉

を

低

く

し

て

咎

め

を

受

け

る

の

を

避

け

て

い

る

」

と

言

っ

て

い

る

。

」

王

肅

は

（

さ

ら

に

）

言

う

、

大

夫

と

士

と

で

異

な

っ

て

い

る

の

は

、

大

夫

以

上

は

、

喪

の

（

小

大

の

）

斂

に

際

し

て

、

弁

絰

す

る

が

、

士

は

素

（

白

布

）

の

委

貌

を

冠

す

る

点

（

だ

け

）

で

あ

る

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

：

つ

づ

き

）

】

（

十

葉

表

三

行

）

馬

昭

荅

王

肅

曰

、

雜

記

云

、

大

夫

爲

其

父

母

兄

弟

之

未

爲

大

夫

者

之

喪

服

、

如

士

服

、

是

大

夫

與

士

喪

服

不

同

者

、

而

肅

云

無

等

、

則

是

背

經

説

也

。

鄭

與

言

禮

、

張

融

評

云

、

士

與

大

夫

異

者

、

皆

是

亂

世

尚

輕

涼

、

非

王

者

之

達

禮

。

小

功

輕

重

、

不

達

於

禮

。

鄭

言

謙

者

、

不

異

於

遠

害

。

融

意

以

王

肅

與

鄭

、

其

義

略

同

。

如

融

之

説

、

是

周

公

制

禮

之

時

、

則

上

下

同

、

當

喪

制

無

等

。

至

後

世

以

來

、

士

與

大

夫

有

異

、

故

記

者

載

之

、

鄭

因

而

解

之

。

禮

是

鄭

學

、

今

申

鄭

義

。

云

端

衰

喪

車

無

等

者

、

端

、

正

也

。

正

爲

衰

之

制

度

、

上

下

無

等

。

其

服

精

麤

、

卿

與

大

夫

有

異

也

。

又

曾

子

云

、

齊

斬

之

情

、

據

其

情

爲

一

等

、

無

妨

服

有

殊

異

耳

。

若

王

肅

之

意

、

大

夫

以
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上

弁

絰

、

士

唯

素

冠

、

此

亦

得

施

於

父

母

。

此

經

云

爲

昆

弟

、

豈

亦

弁

絰

素

冠

之

異

乎

。

此

是

肅

之

不

通

也

。

杜

元

凱

注

左

傳

説

、

與

王

肅

同

。

服

虔

注

左

傳

、

與

端

衰

喪

車

無

等

、

其

老

之

問

晏

子

之

荅

、

皆

爲

非

禮

①

。

並

與

鄭

違

、

今

所

不

用

也

。

①

底

本

は

「

禮

」

字

な

し

。

八

行

本

に

拠

り

補

う

。

［

書

き

下

し

文

］

馬

昭

、

王

肅

に

荅

へ

て

曰

く

、

雑

記

に

云

ふ

、

「

大

夫

其

の

父

母

兄

弟

の

未

だ

大

夫

と

為

ら

ざ

る

者

の

為

に

す

る

の

喪

服

は

、

士

服

の

如

し

」

と

、

是

れ

大

夫

と

士

と

喪

服

同

じ

か

ら

ざ

る

者

に

し

て

、

肅

の

「

等

無

し

」

と

云

ふ

は

、

則

ち

是

れ

経

に

背

く

の

説

な

り

。

鄭

与

（

た

め

）

に

礼

を

言

ふ

。

張

融

評

し

て

云

ふ

①

、

「

士

と

大

夫

と

異

な

る

者

は

、

皆

な

是

れ

乱

世

の

軽

涼

を

尚

ぶ

な

り

②

、

王

者

の

達

禮

に

非

ず

③

。

（

晏

嬰

の

）

功

を

小

と

し

て

重

き

を

軽

し

と

す

る

は

、

礼

に

達

せ

ず

④

。

鄭

の

（

晏

嬰

を

）

謙

と

言

ふ

は

、

害

を

遠

ざ

く

に

異

な

ら

ず

」

と

。

融

の

意

（

い

）

以

（

お

も

）

へ

ら

く

王

肅

と

鄭

と

、

其

の

義

略

ぼ

同

じ

。

融

の

説

の

如

く

ん

ば

、

是

れ

周

公

制

礼

の

時

は

、

則

ち

上

下

同

じ

、

当

に

喪

制

等

無

か

る

べ

し

。

後

世

に

至

り

て

以

来

（

こ

の

か

た

）

、

士

と

大

夫

と

異

有

り

、

故

に

記

者

之

を

載

せ

、

鄭

因

り

て

之

を

解

す

。

礼

は

是

れ

鄭

学

、

今

鄭

義

を

申

ぶ

⑤

。

「

端

衰

喪

車

等

無

し

」

と

云

ふ

は

、

端

は

、

正

な

り

。

正

は

衰

の

制

度

た

り

⑥

、

上

下

等

無

し

。

其

の

服

の

精

麤

は

、

卿

と

大

夫

と

異

有

り

。

又

た

曾

子

の

、

「

斉

斬

の

情

」

と

云

ふ

は

、

其

の

情

に

拠

り

て

一

等

と

為

す

、

服

に

殊

異

有

る

を

妨

ぐ

る

無

き

の

み

。

王

肅

の

意

の

若

く

ん

ば

、

大

夫

以

上

は

弁

絰

、

士

は

唯

だ

素

冠

、

此

れ

も

亦

た

得

て

父

母

に

施

す

。

此

の

経

に

「

昆

弟

の

為

に

」

と

云

は

ば

、

豈

に

亦

た

弁

絰

素

冠

の

異

あ

ら

ん

や

。

此

れ

是

れ

肅

の

通

ぜ

ざ

る

な

り

。

杜

元

凱

『

左

伝

』

に

注

す

る

の

説

、

王

肅

と

同

じ

⑦

。

服

虔

『

左

伝

』

に

注

し

て

、

端

衰

喪

車

等

無

き

が

与

（

た

め

）

に

、

其

の

老

の

問

ひ

と

晏

子

の

荅

へ

と

、

皆

な

非

礼

と

為

す

。

並

に

鄭

と

違

ふ

、

今

用

ひ

ざ

る

所

な

り

。①

張

融

に

つ

い

て

は

、

『

隋

書

』

経

籍

志

・

経

部

・

論

語

類

に

「

孔

子

家

語

二

十

一

卷

、

王

肅

解

。

梁

有

當

家

語

二

卷

、
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魏

博

士

張

融

撰

、

亡

」

と

あ

る

。

②

「

尚

輕

凉

」

の

語

は

『

礼

記

』

檀

弓

上
8-12b

「

縣

子

曰

、

綌

衰

繐

裳

、

非

古

也

」

の

鄭

注

12b10

「

非

時

尚

輕

凉

慢

禮

」

に

見

え

る

。

③

喪

礼

に

つ

い

て

「

達

禮

」

を

言

う

も

の

と

し

て

『

礼

記

』

檀

弓

下

9-16b

「

葬

於

北

方

北

首

、

三

代

之

達

禮

也

。

之

幽

之

故

也

。

」

同

9-22a

「

敬

子

曰

、

食

粥

、

天

下

之

達

禮

也

。

」

が

あ

る

。

④

「

不

達

於

禮

」

の

語

は

「

夔

」

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

『

礼

記

』

仲

尼

燕

居

50-21a

に

「

達

於

樂

而

不

達

於

禮

」

と

す

る

孔

子

の

語

が

見

え

て

い

る

。

な

お

、

晏

嬰

が

礼

を

知

る

者

か

否

か

に

つ

い

て

、

曾

子

と

有

若

が

論

じ

た

も

の

が

、
『

礼

記

』

檀

弓

下

9-23a

に

「

曾

子

曰

、

晏

子

可

謂

知

禮

也

已

、

恭

敬

之

有

焉

。

有

若

曰

、

晏

子

一

狐

裘

三

十

年

、

遣

車

一

乘

、

及

墓

而

反

。

國

君

七

个

、

遣

車

七

乘

。

大

夫

五

个

、

遣

車

五

乘

。

晏

子

焉

知

禮

」

と

見

え

て

お

り

、

『

礼

記

』

礼

器

23-18a

「

晏

平

仲

祀

其

先

人

、

豚

肩

不

揜

豆

、

澣

衣

濯

冠

以

朝

、

君

子

以

爲

隘

矣

。

」

同

・

雑

記

下

43-5a

「

孔

子

曰

…

、

晏

平

仲

祀

其

先

人

、

豚

肩

不

揜

豆

、

賢

大

夫

也

、

而

難

爲

下

也

」

で

は

、

そ

の

倹

約

に

す

ぎ

る

行

為

が

批

判

さ

れ

て

い

る

。

逆

に

『

家

語

』

曲

礼

子

夏

問

で

は

「

子

貢

問

曰

、

聞

諸

晏

子

、

少

連

大

連

善

居

喪

、

其

有

異

稱

乎

。

孔

子

曰

、

父

母

之

喪

、

三

日

不

怠

、

三

月

不

解

、

期

悲

哀

、

三

年

憂

、

東

夷

之

子

、

達

於

禮

者

也

」

と

晏

嬰

を

「

達

於

禮

者

」

と

す

る

条

が

見

え

る

。

⑤

類

似

の

表

現

が

『

礼

記

』

月

令

題

疏

14-3a10

「

但

禮

是

鄭

學

、

故

具

言

之

耳

」

、

同

・

明

堂

位

疏

31-5b1

「

但

禮

是

鄭

學

、

故

具

言

之

耳

」

と

見

え

て

い

る

。

⑥

『

礼

記

』

雑

記

上

「

端

衰

喪

車

」

疏

41-8a2

で

は

「

端

衰

謂

喪

服

上

衣

、

以

其

綴

六

寸

之

衰

於

心

前

、

故

衣

亦

曰

衰

。

端

、

正

也

。

吉

時

玄

端

服

、

身

與

袂

同

以

二

尺

二

寸

爲

正

、

而

喪

衣

亦

如

之

、

而

今

用

縗

綴

心

前

、

故

曰

端

衰

也

」

と

説

明

す

る

。

こ

こ

に

見

え

る

寸

法

は

『

儀

礼

』

喪

服

記

34-10b

「

衰

、

長

六

寸

、

博

四

寸

。

…
11a

衣

二

尺

有

二

寸

」

に

よ

る

。

そ

の

鄭

注

11a10

「

此

謂

袂

中

也

。

言

衣

者

、

明
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與

身

參

齊

」

に

よ

れ

ば

、

身

頃

も

袂

（

そ

で

）

も

二

尺

二

寸

正

方

の

布

を

用

い

る

こ

と

に

な

る

。

⑦

『

春

秋

左

氏

伝

』

襄

公

十

七

年

伝

33-9a
の

家

老

の

言

葉

に

対

す

る

杜

注

9a9

は

「

時

之

所

行

、

士

及

大

夫

縗

服

、

各

有

不

同

。

晏

子

爲

大

夫

、

而

行

士

禮

。

其

家

臣

不

解

、

故

譏

之

」

で

あ

り

、

そ

の

疏

9a10

は

士

大

夫

の

喪

礼

が

異

な

る

と

す

る

こ

こ

の

雑

記

篇

の

記

述

に

つ

い

て

「

記

是

後

人

所

記

、

記

當

時

之

事

」

と

し

、

晏

嬰

は

士

大

夫

を

区

別

し

な

い

本

来

の

喪

礼

に

従

っ

た

の

を

家

老

が

理

解

し

な

か

っ

た

も

の

と

す

る

。

ま

た

、
9b

「

唯

卿

爲

大

夫

」

に

対

す

る

杜

注

9b4
は

「

晏

子

惡

直

己

以

斥

時

失

禮

、

故

孫

辭

、

畧

荅

家

老

」

で

あ

り

、

そ

の

疏

9a5

も

檀

弓

篇

の

曾

申

の

語

、

『

家

語

』

の

孔

子

言

を

引

い

て

「

夫

家

語

雖

未

必

是

孔

子

之

言

、

要

其

辭

合

理

、

故

王

肅

與

杜

皆

爲

此

說

」

と

王

肅

と

杜

預

の

説

が

同

じ

で

あ

る

こ

と

を

言

う

。

［

現

代

語

訳

］

馬

昭

が

王

肅

に

荅

え

て

言

う

、
「

雑

記

に

「

大

夫

が

、

そ

の

父

母

兄

弟

の

大

夫

と

な

っ

て

い

な

い

者

の

為

に

身

に

付

け

る

喪

服

は

、

士

服

と

同

じ

」

と

言

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

大

夫

と

士

と

の

喪

服

が

同

じ

で

な

い

こ

と

を

（

前

提

と

し

て

）

言

う

も

の

で

、

王

肅

が

「

（

大

夫

と

士

と

で

）

等

差

が

無

い

」

と

言

う

の

は

、

経

に

背

く

説

で

あ

る

。

鄭

玄

は

こ

の

た

め

に

（

大

夫

と

士

と

の

）

礼

を

言

っ

て

い

る

の

だ

。

張

融

は

（

鄭

説

を

）

評

し

て

「

士

と

大

夫

と

（

喪

礼

が

）

異

な

る

の

は

、

み

な

乱

世

の

簡

易

を

尚

ぶ

気

風

に

よ

る

も

の

で

、

王

者

の

す

ぐ

れ

た

礼

で

は

な

い

の

だ

。

（

晏

嬰

が

自

ら

の

）

功

を

小

と

し

て

重

い

（

位

で

あ

る

）

の

に

（

そ

れ

を

）

軽

ん

じ

て

ふ

る

ま

う

の

は

、

礼

に

通

じ

て

い

る

と

は

言

え

な

い

。

鄭

玄

が

（

晏

嬰

を

）

「

謙

」

と

言

う

の

は

、

（

謙

遜

し

て

）

害

を

遠

ざ

け

た

（

と

す

る

『

家

語

』

・

王

肅

）

と

異

な

ら

な

い

」

と

言

っ

て

い

る

。

張

融

の

考

え

は

、

王

肅

と

鄭

玄

と

、

そ

の

見

解

が

ほ

ぼ

同

じ

で

あ

る

と

す

る

も

の

だ

。

張

融

の

説

の

よ

う

で

あ

れ

ば

、

周

公

が

礼

を

制

定

し

た

時

に

は

、

上

下

（

の

喪

礼

）

が

同

じ

で

あ

っ

て

、

喪

制

に

等

差

が

無

か

っ

た

は

ず

で

、

後

世

に

な

っ

て

以

後

、

士

と

大

夫

と

（

の
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喪

礼

）

に

違

い

が

出

て

き

た

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

で

（

『

礼

記

』

の

）

記

者

が

こ

の

記

事

を

載

せ

、

因

っ

て

鄭

玄

が

こ

れ

を

解

釈

し

た

の

だ

。

礼

は

鄭

玄

の

学

（

を

主

と

す

る

も

の

）

で

あ

る

か

ら

、

今

は

鄭

玄

の

解

釈

を

展

開

す

る

。

「

端

衰

喪

車

等

無

し

」

と

言

う

の

は

、

「

端

」

は

「

正

」

の

意

味

で

、

「

正

」

は

（

喪

服

の

）

衰

（

う

わ

ぎ

）

の

制

度

で

あ

り

（

身

頃

も

袂

も

二

尺

二

寸

正

方

の

布

を

使

っ

て

）

、

（

身

分

の

）

上

下

で

等

差

が

な

い

が

、

そ

の

服

（

の

布

地

）

の

精

麤

（

＝

精

粗

）

に

は

、

卿

と

大

夫

と

で

違

い

が

あ

る

の

だ

。

ま

た

曾

子

が

、

「

斉

斬

の

情

」

と

言

う

の

は

、

そ

の

（

死

を

悼

む

）

情

に

つ

い

て

は

同

等

で

あ

る

と

し

た

も

の

で

、

喪

服

に

（

身

分

に

よ

る

）

違

い

が

あ

る

の

を

妨

げ

る

も

の

で

は

な

い

。

王

肅

の

考

え

の

よ

う

で

あ

れ

ば

、

（

小

斂

後

に

）

大

夫

以

上

は

弁

絰

を

付

け

、

士

は

た

だ

素

冠

の

み

と

な

る

が

、

こ

れ

も

ま

た

父

母

（

に

対

す

る

三

年

の

喪

の

み

）

に

施

す

こ

と

の

で

き

る

も

の

で

、

こ

の

経

文

に

「

昆

弟

の

為

に

」

と

（

合

わ

せ

）

言

っ

て

い

て

、

ど

う

し

て

（

昆

弟

に

対

す

る

期

の

喪

に

お

い

て

も

）

ま

た

弁

絰

・

素

冠

の

違

い

が

あ

っ

た

り

し

よ

う

か

（

そ

も

そ

も

期

の

喪

で

は

弁

絰

・

素

冠

を

付

け

な

い

の

で

あ

る

）

。

こ

れ

が

王

肅

（

説

）

の

通

じ

な

い

点

で

あ

る

。

杜

預

が

『

左

伝

』

に

注

し

た

説

も

、

王

肅

と

同

じ

で

あ

る

。

服

虔

は

『

左

伝

』

に

注

し

て

、

端

衰

・

喪

車

に

（

身

分

に

よ

る

）

等

差

が

な

い

こ

と

を

根

拠

に

、

そ

の

家

老

の

問

い

と

晏

子

の

荅

え

と

を

、

と

も

に

非

礼

と

し

て

い

る

。

い

ず

れ

も

鄭

玄

と

異

な

っ

て

お

り

、

今

（

そ

れ

ら

の

説

）

は

取

ら

な

い

。

【

経

】

（

十

葉

表

九

行

）

大

夫

之

適

子

、

服

大

夫

之

服

。

［

書

き

下

し

文

］

大

夫

の

適

子

、

大

夫

の

服

を

服

す

。

［

現

代

語

訳

］

大

夫

の

適

子

は

、

大

夫

の

喪

服

を

着

る

。

【

注

】

（

十

葉

表

十

行

）

仕

至

大

夫

、

賢

著

而

德

成

。

適

子

得

服

其

服

、

亦

尊

其

適

象

賢

。

［

書

き

下

し

文

］

仕

へ

て

大

夫

に

至

れ

ば

、

賢

著

れ

て

徳

成

る

。

適

子

其

の

服

を

服

す

る

を

得

る

も

、

亦

た

其
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の

適

の

賢

に

象

る

を

尊

ぶ

な

り

。

［

現

代

語

訳

］

仕

官

し

て

大

夫

（

の

位

）

に

至

れ

ば

、

そ

の

賢

行

も

著

れ

て

そ

の

人

徳

も

備

わ

る

こ

と

に

な

る

。

適

子

が

そ

の

（

大

夫

の

）

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

の

も

、

そ

の

適

子

が

（

父

の

）

賢

に

な

ら

う

の

を

尊

ん

で

の

こ

と

で

あ

る

。

【

疏

（

注

に

対

す

る

）

】

（

十

葉

表

十

行

）

〇

正

義

曰

、

云

仕

至

大

夫

、

賢

著

而

德

成

、

適

子

得

服

其

服

者

、

以

經

云

大

夫

之

適

子

、

服

大

夫

之

服

、

所

以

然

者

、

以

其

父

在

仕

官

、

身

至

大

夫

、

賢

行

既

著

、

道

德

又

成

、

故

其

適

子

、

雖

未

仕

官

、

得

服

大

夫

之

服

也

。

云

亦

尊

其

適

象

賢

者

、

非

但

尊

此

大

夫

之

身

、

亦

當

尊

其

適

子

、

使

服

大

夫

之

服

也

、

能

象

似

其

父

之

賢

者

。

皇

氏

云

、

大

夫

適

子

若

爲

士

、

爲

其

父

唯

服

士

服

。

注

云

仕

至

大

夫

、

謂

此

子

若

仕

官

至

大

夫

、

始

得

服

大

夫

服

、

以

其

賢

德

著

成

。

如

皇

氏

之

意

解

、

此

仕

至

大

夫

、

爲

大

夫

之

子

。

按

前

經

注

云

、

士

謂

大

夫

庶

子

爲

士

者

、

明

大

夫

適

子

、

未

仕

官

及

爲

士

、

皆

得

服

大

夫

之

服

。

皇

氏

之

言

、

違

文

背

注

、

不

解

鄭

意

、

其

説

非

也

。

［

書

き

下

し

文

］

〇

正

義

に

曰

く

、
「

仕

へ

て

大

夫

に

至

れ

ば

、

賢

著

れ

て

徳

成

る

。

適

子

其

の

服

を

服

す

る

を

得

」

と

云

ふ

は

、

以

（

お

も

）

へ

ら

く

経

に

「

大

夫

の

適

子

、

大

夫

の

服

を

服

す

」

と

云

ふ

、

然

る

所

以

の

者

は

、

其

の

父

在

り

し

と

き

仕

官

し

て

、

身

は

大

夫

に

至

り

、

賢

行

既

に

著

れ

、

道

徳

又

た

成

る

を

以

て

、

故

に

其

の

適

子

、

未

だ

仕

官

せ

ず

と

雖

も

、

大

夫

の

服

を

服

す

る

を

得

た

り

。

「

亦

た

其

の

適

の

賢

に

象

る

を

尊

ぶ

な

り

」

と

云

ふ

は

、

但

に

此

の

大

夫

の

身

を

尊

ぶ

に

非

ず

、

亦

た

当

に

其

の

適

子

を

尊

び

て

、

大

夫

の

服

を

服

せ

し

む

べ

き

は

、

能

く

其

の

父

の

賢

に

象

り

似

た

る

者

な

れ

ば

な

り

。

皇

氏

云

ふ

、

「

大

夫

の

適

子

、

若

し

士

た

れ

ば

、

其

の

父

の

為

に

唯

だ

士

服

を

服

す

。

注

に

「

仕

へ

て

大

夫

に

至

る

」

と

云

ふ

は

、

此

の

子

若

し

仕

官

し

て

大

夫

に

至

れ

ば

、

始

め

て

大

夫

の

服

を

服

す

る

を

得

た

る

は

、

其

の

賢

徳

著

れ

成

る

を

以

て

な

る

を

謂

ふ

」

と

。

皇

氏

の

意

の

如

く

に

解

さ

ば

、

此

の

「

仕

へ

て

大

夫

に

至

る

」

は

、

大

夫

の

子

た

り

。

按

ず

る

に

前

経

注

に

、
「

士

は

大

夫

の

庶

子

の

士

た

る

者

を

謂

ふ

」

と

云
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は

ば

、

明

け

し

大

夫

の

適

子

、

未

だ

仕

官

せ

ざ

る

と

及

び

士

た

る

と

、

皆

な

大

夫

の

服

を

服

す

る

を

得

た

り

。

皇

氏

の

言

、

文

に

違

ひ

注

に

背

き

、

鄭

意

を

解

せ

ず

、

其

の

説

非

な

り

。

［

現

代

語

訳

］

〇

正

義

に

曰

く

、
「

仕

へ

て

大

夫

に

至

れ

ば

、

賢

著

れ

て

徳

成

る

。

適

子

其

の

服

を

服

す

る

を

得

」

と

言

う

の

は

、

経

文

に

「

大

夫

の

適

子

、

大

夫

の

服

を

服

す

」

と

言

っ

て

お

り

、

そ

う

で

あ

る

理

由

は

、

そ

の

父

が

在

り

し

日

に

仕

官

し

て

、

そ

の

身

は

大

夫

に

至

り

、

そ

の

賢

行

が

す

で

に

顕

著

で

あ

り

、

さ

ら

に

ま

た

徳

も

十

分

に

備

え

て

い

る

の

で

、

そ

の

適

子

が

、

ま

だ

仕

官

し

て

い

な

く

て

も

、

大

夫

の

喪

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

の

だ

。

「

亦

た

其

の

適

を

尊

ん

で

賢

に

象

る

な

り

」

と

言

う

の

は

、

た

だ

こ

の

大

夫

自

身

を

尊

ぶ

の

み

な

ら

ず

、

ま

た

そ

の

適

子

を

も

尊

ん

で

、

大

夫

の

喪

服

を

着

さ

せ

る

の

は

、

そ

の

父

の

賢

に

象

り

そ

の

父

に

よ

く

似

た

者

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

皇

侃

は

言

う

、

「

大

夫

の

適

子

が

も

し

士

で

あ

れ

ば

、

そ

の

父

の

（

喪

の

）

為

に

は

た

だ

士

服

を

着

る

。

注

に

「

仕

へ

て

大

夫

に

至

る

」

と

言

う

の

は

、

こ

の

子

が

も

し

仕

官

し

て

大

夫

に

至

れ

ば

、

そ

こ

で

は

じ

め

て

大

夫

の

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

（

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

そ

う

で

あ

る

）

の

は

、

そ

の

（

子

自

身

の

）

賢

徳

が

著

れ

備

わ

る

か

ら

で

あ

る

、

と

い

う

こ

と

を

言

う

の

だ

」

と

。

皇

侃

の

考

え

の

よ

う

に

解

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

こ

の

注

文

の

「

仕

え

て

大

夫

に

至

る

」

（

の

「

大

夫

」

）

は

、

大

夫

の

子

で

あ

る

こ

と

に

な

る

。

思

う

に

前

経

の

注

に

、

「

士

は

大

夫

の

庶

子

の

士

た

る

者

を

謂

ふ

」

と

言

っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

大

夫

の

適

子

が

、

ま

だ

仕

官

し

て

い

な

く

て

も

（

仕

官

し

て

ま

だ

）

士

で

あ

っ

て

も

、

み

な

大

夫

の

服

を

着

る

こ

と

が

で

き

る

の

は

明

ら

か

だ

。

皇

侃

の

言

葉

は

、

経

文

と

異

な

り

鄭

注

に

も

背

い

て

お

り

、

鄭

意

を

解

し

て

い

な

い

。

そ

の

説

は

誤

っ

て

い

る

。

（

付

記

）

本

研

究

は

Ｊ

Ｓ

Ｐ

Ｓ

科

研

費

２

０

Ｋ

０

０

０

５

３

に

よ

る

成

果

の

一

部

で

あ

る

。


